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一
　
宋

代

法

制

史

料

青

木


敦

総

説

　

宋
代
諸
史
料
の
う
ち
、
何
を
も
っ
て
「
法
制
史
料
」
と
称
す
る
か
。
本
稿
の
「
総
説
」
で
は
ま
ず
、
そ
れ
を
考
え
る
目
的
で
中
国
史
史

料
全
体
で
の
「
法
制
史
料
」
の
意
味
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
宋
代
法
制
史
料
と
し
て
『
慶
元
条
法
事
類
』、『
名
公
書
判
清
明
集
』

（
以
下
、『
清
明
集
』）、『
宋
会
要
輯
稿
』
を
挙
げ
る
理
由
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
「
法
制
」
と
い
っ
た
場
合
、
司
法
（l egal system

）
と
、「
法
律
お
よ
び
制
度
」
と
い
う
大
き
く
二
つ
の
意
味
内
容
が
考
え
ら

れ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
律
、
律
例
、
勅
令
格
式
、
令
な
ど
の
国
家
の
根
本
的
な
法
典
、『
元
典
章
』
な
ど
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
第
一
に

挙
げ
ら
れ
、
ま
た
裁
判
記
録
た
る
判
語
（
判
牘
）
や
民
間
の
契
約
文
書
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
会
要
・
会
典
・
三
通
等
々

制
度
史
料
一
般
が
含
ま
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、「
法
制
に
関
す
る
記
述
」
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
史
料
と
す
る
な
ら
、
文
集
・
地
方
志
・
金
石
な
ど

大
変
広
く
な
り
、
史
料
自
体
の
分
類
は
関
係
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
「
司
法
」
お
よ
び
「
法
律
と
制
度
」
と
い
う
軸
を
念
頭
に
、

1
伝
統
的
な
目
録
学
、
2
現
代
の
書
誌
分
類
、
の
二
方
面
に
お
い
て
、
何
を
「
宋
代
法
制
史
料
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
か
、
考
え
て

お
き
た
い
。
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1
　
伝
統
的
な
目
録
学

　

ま
ず
、
伝
統
的
な
分
類
の
ど
の
部
分
が
「
法
制
史
」
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
伝
統
的
な
漢
籍
目
録
四
庫
分
類
を
基
礎
と
し
て

国
家
の
重
要
な
法
典
を
探
し
つ
つ
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
、
国
立
国
会

図
書
館
、
東
洋
文
庫
、
静
嘉
堂
文
庫
（
以
下
、
機
関
名
を
そ
れ
ぞ
れ
人
文
研
、
東
文
研
、
東
大
総
図
、
国
会
、
文
庫
、
静
嘉
堂
と
略
称
す
る
）
が
編

纂
し
た
漢
籍
分
類
目
録
（
詳
細
は
【
参
考
文
献
】
欄
を
参
照
。
文
中
に
は
当
該
目
録
の
頁
数
の
み
を
記
す
）
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
現
代
の
漢

籍
分
類
目
録
を
眺
め
る
と
、『
永
徽
法
経
』『
唐
律
疏
義
』『
金
玉
新
書
』『
至
正
条
格
』『
大
明
律
』
な
ど
を
含
む
政
書
類
の
法
令
之
属
が
第

一
に
分
類
上
に
お
け
る
法
制
史
料
の
中
心
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』（
以
下
『
四
庫
提
要
』
と
略
記
）
で
い
え
ば
、
こ

の
法
令
之
属
は
巻
八
二
、
八
四
（
存
目
の
み
）
に
あ
る
。
た
だ
、
類
似
す
る
書
物
が
法
令
之
属
以
外
に
も
散
見
さ
れ
る
。
条
例
集
で
あ
る

『
皇
明
条
法
事
類
纂
』
が
東
文
研
（
三
七
九
頁
）
と
国
会
（
二
八
九
頁
）
で
法
令
之
属
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
勅
・
令
・
格
・

式
・
申
明
な
ど
の
条
文
そ
の
も
の
の
編
纂
物
た
る
『
慶
元
条
法
事
類
』
も
問
題
な
く
法
令
之
属
に
配
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
か
と
思
う
が
、
律

の
重
み
が
な
い
故
か
、
後
者
は
各
図
書
館
と
も
各
代
旧
制
之
属
（
人
文
研
三
八
〇
頁
、
東
文
研
三
五
四
頁
、
文
庫
四
一
六
頁
）、
国
会
（
二
七
四

頁
）
は
各
制
之
属
に
分
類
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
元
典
章
』
は
『
大
唐
開
元
礼
』、『
政
和
五
礼
新
儀
』
な
ど
と
並
ん
で
典
礼
之
属
で
あ
る
。

こ
れ
は
洪
武
か
ら
嘉
靖
ま
で
の
「
制
誥
典
制
」
を
集
め
た
『
明
典
章
』（
同
じ
く
〝
典
礼
之
属
〟）
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
四
庫
提
要
』
は
『
元
典
章
』
を
「
各
々
條
格
を
分
か
ち
、
體
例
を
新
集
す
」
と
紹
介
す
る
（
巻
八
三
）。
興
味
深
い
の
は
、
も
と
も
と
所
蔵

し
て
い
た
機
関
で
の
分
類
が
、
他
と
異
な
っ
た
扱
い
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
従
来
『
皇
明
条
法
事
類
纂
』
を
保
持
し

て
い
た
東
大
総
図
（『
東
京
大
学
総
合
図
書
館
漢
籍
分
類
目
録
』
一
九
九
五
年
）
は
こ
れ
を
法
令
で
は
な
く
各
代
旧
制
之
属
に
、
ま
た
静
嘉
堂
で

は
『
慶
元
条
法
事
類
』
を
政
書
類
の
儀
制
に
分
類
し
て
い
る
（
三
六
八
頁
）。
後
者
は
『
慶
元
条
法
事
類
』
に
付
さ
れ
た
『
吏
部
条
法
』
の

扱
い
と
関
係
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

ま
た
「
法
制
」
に
制
度
史
料
を
含
め
る
と
い
う
立
場
か
ら
会
要
・
会
典
・
三
通
な
ど
を
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
じ
政
書
の
通
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制
之
属
（『
四
庫
提
要
』
巻
八
一
）
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
本
書
で
山
本
英
史
氏
が
取
り
上
げ
る
皇
帝
と
の
や
り
と
り

は
若
干
、
政
書
類
と
は
距
離
が
あ
り
、
史
部
の
詔
令
奏
議
類
に
分
類
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
四
庫
提
要
』
の
な
か
で
は
、
雍
正
帝
の
『
上

諭
内
閣
』『
上
諭
八
旗
』
な
ど
は
そ
の
な
か
の
詔
令
之
属
、『
内
閣
奏
題
稿
』
な
ど
、
奏
議
、
奏
本
や
題
本
、
奏
摺
は
奏
議
之
属
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
我
々
が
思
う
「
司
法
」
と
四
部
分
類
の
対
応
で
注
意
す
べ
き
は
、
少
な
か
ら
ぬ
裁
判
関
連
文
書
が
子
部
法
家
類
に

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
判
語
は
、
我
々
は
あ
ま
り
躊
躇
せ
ず
に
「
法
制
史
料
」
と
見
る
も
の
の
、
四
庫
分
類
で
は
史
部
に
す
ら
入
っ
て
い
な

い
。
多
く
は
子
部
の
法
家
か
、
他
の
文
章
と
ま
と
め
て
集
部
別
集
で
あ
る
。『
疑
獄
集
』、『
折
獄
亀
鑑
』、『
棠
陰
比
事
』
と
い
っ
た
裁
判
関

連
文
書
、『
刑
統
賦
』、
そ
し
て
『
清
明
集
』
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。『
四
庫
全
書
』
の
編
纂
者
も
こ
こ
は
重
要
と
考
え
た
よ
う
で
、
法
令
之

属
（
巻
八
二
）
の
末
尾
に
は
「
案
ず
る
に
、
法
令
と
法
家
と
は
其
の
事
相
近
く
も
實
は
不
同
な
り
。
法
家
は
其
の
理
を
私
議
す
る
な
り
。
法

令
は
官
の
著
し
て
令
と
爲
す
も
の
な
り
」
と
、
私
撰
の
法
律
関
係
書
を
子
部
法
家
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
問
題
は
次
に
2
現
代
の
書
誌
分
類
で
紹
介
す
る
『
中
国
法
制
史
書
目
』
に
あ
っ
て
は
十
分
吟
味
・
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
最

近
の
四
部
分
類
で
も
改
善
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。『
疑
獄
集
』『
折
獄
亀
鑑
』『
棠
陰
比
事
』
は
い
ず
れ
も
、
古
今
の
捜
査
・
裁
判
物
語
を
集

め
た
読
み
物
で
あ
り
、『
四
庫
全
書
』
以
来
基
本
的
に
は
子
部
法
家
類
だ
が
、
こ
の
う
ち
『
疑
獄
集
』
は
近
年
政
書
類
法
令
之
属
に
配
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
（
清
咸
豊
元
年
桐
郷
金
氏
重
刊
本
二
冊
、
文
庫
四
四
〇
頁
、
東
文
研
三
八
七
頁
）。
宋
代
以
降
の
判
牘
は
、『
四
庫
全
書
』
に
お
い

て
『
清
明
集
』
が
『
疑
獄
集
』『
折
獄
亀
鑑
』『
棠
陰
比
事
』
と
と
も
に
子
部
法
家
に
分
類
さ
れ
た
状
態
か
ら
、
近
年
で
は
政
書
類
法
令
之

属
に
配
さ
れ
、
司
法
研
究
に
有
効
な
法
制
史
料
の
性
格
と
よ
り
そ
ぐ
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
清
明
集
』
自
体
、『
四
庫
提
要
』
で
は
子
部
法
家
で
、
宋
版
を
所
有
し
て
い
た
静
嘉
堂
も
子
部
法
家
だ
が
（
四
五
〇
頁
）、
東
文
研
（
三

八
七
頁
）・
文
庫
（
四
三
九
頁
）
で
は
そ
の
静
嘉
堂
の
影
印
本
を
史
部
政
書
類
法
令
之
属
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
近
年
の
分
類
で
は
、
判
牘

（
判
語
）
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
史
部
政
書
類
法
令
之
属
の
下
に
「
判
牘
」
と
い
う
分
類
項
目
が
立
て
ら
れ
、『
清
明
集
』
は
そ
こ
に
分

類
さ
れ
て
い
る
し
、
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
も
利
用
価
値
の
高
い
『
盟
水
斎
存
牘
』
も
人
文
研
（
北
京
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
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〇
二
年
刊
の
排
印
本
、http://w

w
w

.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
二
日
閲
覧
）
は
「
判
牘
」
に
分
類
し
て
い
る
。

　

だ
が
『
伝
統
中
国
判
牘
資
料
目
録
』
に
見
ら
れ
る
判
牘
の
タ
イ
ト
ル
を
目
録
で
当
た
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
の
分
類
は
必
ず
し
も
一
定

し
て
い
な
い
（http://w

w
w

.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
二
日
閲
覧
）。『
盟
水
斎
存
牘
』（
北
京
、
中
国
政
法

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
は
各
図
書
館
で
は
法
令
之
属
判
牘
だ
が
、
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
、
愛
知
大
学
図
書
館
で
は
法
令
之
属
律
学

に
属
し
て
い
る
。
清
末
の
若
干
の
判
牘
に
目
を
転
じ
る
と
、
賈
臻
の
『
退
厓
公
牘
文
字
』
は
東
文
研
（
七
七
一
頁
）
で
は
集
部
別
集
類
清
季

之
属
に
、
蒯
德
模
『
呉
中
判
牘
』
は
東
文
研
（
三
八
七
頁
）
で
政
書
類
法
令
之
属
判
牘
（
乾
隆
以
後
の
書
籍
を
集
め
た
『
続
修
四
庫
全
書
』

で
は
蒯
德
模
の
他
の
書
と
併
せ
て
集
部
別
種
類
に
分
類
し
て
い
る
他
、
方
濬
師
『
嶺
西
公
牘
彙
存
』
は
、
東
文
研
（
四
〇
三
頁
）
で
は
、
雑

録
之
類
に
、
国
会
（
三
〇
三
頁
）・『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』、
二
六
三
番
所
収
で
は
史
部
雑
録
之
属
に
、
文
庫
（
四
五
四
頁
）
で
は
、
史
部
政

書
類
雑
録
之
属
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
部
分
類
に
お
け
る
判
牘
の
所
属
は
大
変
混
乱
し
て
い
る
。
ま
た
裁
判
記
録
た
る
宋

代
以
降
の
判
牘
と
は
異
な
る
が
、
唐
の
『
龍
筋
鳳
随
判
』
も
、『
四
庫
全
書
』
で
は
子
部
類
書
類
だ
が
、
東
文
研
（
三
八
七
頁
）
で
は
史
部

政
書
類
法
令
判
牘
（『
学
津
討
原
』
所
収
、『
叢
書
集
成
初
編
』
所
収
、
光
緒
刊
本
の
三
つ
）、
文
庫
（
子
部
一
六
六
頁
）
で
は
子
部
類
書
類
彙
考
之

属
、
人
文
研
で
は
政
書
法
令
（
村
本
文
庫
の
嘉
慶
刊
本
、
北
京
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
刊
の
排
印
本
、http://w

w
w

.kanji.zinbun.

kyoto-u.ac.jp/kanseki/　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
二
日
閲
覧
）
と
一
定
し
な
い
。

　

あ
え
て
現
代
の
四
部
分
類
で
我
々
が
「
法
制
史
料
」
と
し
て
興
味
を
持
つ
対
象
の
分
類
は
、
ま
ず
は
政
書
類
法
令
之
属
、
子
部
法
家
類
、

ま
た
必
ず
し
も
分
類
は
一
定
し
な
い
が
政
書
類
法
令
之
属
判
牘
に
入
れ
る
べ
き
判
牘
、
そ
し
て
『
元
典
章
』『
通
制
条
格
』『
皇
明
条
法
事

類
纂
』
も
含
ま
れ
る
通
制
之
属
・
各
代
旧
制
之
属
で
あ
ろ
う
。
だ
が
実
は
、『
七
略
』
以
降
、『
四
庫
全
書
』
よ
り
前
の
四
部
分
類
の
ほ
う

が
、
我
々
の
感
覚
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
四
庫
提
要
』
が
「
法
令
と
法
家
と
は
其
の
事
相
近
く
も
實
は
不
同
な
り
」
と
軒
並
み
子
部
法
家

に
移
し
て
し
ま
っ
た
諸
史
料
が
、『
四
庫
全
書
』
以
降
は
消
え
て
し
ま
っ
た
「
刑
法
」（『
七
略
』
で
は
「
法
制
」、『
直
斎
書
録
解
題
』『
国
史
経

籍
志
』
で
は
「
法
令
」）
と
し
て
分
類
さ
れ
、
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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『
隋
書
』
経
籍
志
は
史
部
を
正
史
・
古
史
・
雑
史
・
霸
史
・
起
居
注
・
旧
事
・
職
官
・
儀
注
・
刑
法
・
雑
伝
・
地
理
・
譜
系
・
簿
録
に
分

け
、
こ
れ
は
『
唐
書
』『
宋
史
』『
明
史
』
の
藝
文
志
、『
通
志
』
藝
文
略
、『
崇
文
総
目
』『
郡
斎
読
書
志
』『
直
斎
書
録
解
題
』『
国
史
経
籍

志
』
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
く
が
（『
通
志
』
藝
文
略
は
「
食
貨
」
を
、『
直
斎
書
録
解
題
』
は
「
別
史
」、「
詔
令
」、「
時
令
」
を
設
け
、

一
部
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
）、
こ
こ
に
も
問
題
が
ひ
と
つ
残
さ
れ
て
い
る
。『
隋
書
』
経
籍
志
以
来
の
刑
法
（『
直
斎
書
録
解
題
』
等
で
の
「
法
令
」）

が
、『
四
庫
全
書
』
に
至
っ
て
儀
注
と
併
合
さ
れ
て
新
た
に
政
書
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
採
録
書
籍
の
多
い
清
代
の
『
欽
定
続

通
志
』
で
い
え
ば
、『
疑
獄
集
』、『
折
獄
亀
鑑
』、『
棠
陰
比
事
』、『
刑
統
賦
』、『
洗
冤
録
』、『
政
刑
類
要
』、『
清
明
集
』
な
ど
が
刑
法
に
含

ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
巻
一
五
八
藝
文
略
史
類
の
故
事
の
通
制
（
元
典
章
な
ど
）
と
通
令
（『
至
正
条
格
』、『
大
明
律
』
な
ど
）
を
合
わ
せ
て
み

る
と
、
そ
こ
に
見
え
る
書
籍
が
我
々
の
法
制
史
料
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
。

2
　
現
代
の
書
誌
分
類

　

次
に
、
近
代
的
な
分
類
に
お
い
て
「
法
制
」
を
考
え
る
と
す
る
な
ら
、「
法
制
史
」
と
い
う
語
が
き
わ
め
て
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
点
に

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
試
み
に
中
国
・
台
湾
・
日
本
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
書
籍
タ
イ
ト
ル
が
『
中
国
法
制
史
』
と
い
う
本
を
検
索
す
る

と
、
夥
し
い
結
果
が
得
ら
れ
る
。
五
四
運
動
以
降
、『
中
国
～
史
』
と
い
う
通
史
的
書
物
の
出
版
が
相
次
い
だ
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に

（［
青
木
二
〇
一
四
］
三
二
八
頁
）、
程
樹
徳
や
法
律
家
の
郁
嶷
、
陳
顧
遠
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
『
中
国
法
制
史
』
な
る
書
を
著
し
て
以
降
、
現
在
ま

で
に
少
な
く
と
も
九
〇
名
の
著
者
が
こ
の
同
一
タ
イ
ト
ル
で
書
籍
を
執
筆
・
編
集
し
て
い
る
（
副
題
・
再
版
・
翻
訳
は
含
ま
な
い
）。
こ
と
に

中
国
で
の
出
版
状
況
が
活
発
化
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
は
激
増
し
て
い
る
（
次
頁
の
表
「『
中
国
法
制
史
』
出
版
件
数
」
参
照
）。
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
に
「
法
制
史
」
の
対
象
範
囲
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
を
す
べ
て
ま
と
め
て
、
そ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

だ
が
一
方
で
、
分
類
学
的
に
近
代
的
概
念
に
沿
っ
た
法
制
史
書
目
を
作
る
試
み
は
続
け
ら
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
孫

祖
基
『
中
国
歴
代
法
家
著
述
考
』、
李
祖
蔭
等
『
中
国
法
制
史
参
考
書
目
簡
介
』
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。M

odern C
hinese Society: A

n 
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そ
れ
が
分
け
ら
れ
、
様
々
な
史
料
に
つ
い
て
の
版
本
、
作
者
、
内
容
、
十
進
法
分
類
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
部
な
も
の
で
、
そ
の
目

次
だ
け
を
載
せ
る
に
も
紙
幅
が
足
り
な
い
の
だ
が
、
本
書
の
他
の
著
者
の
内
容
を
見
渡
し
、
宋
代
を
担
当
す
る
筆
者
の
興
味
に
鑑
み
、
任

意
に
選
ん
だ
若
干
の
史
料
が
含
ま
れ
る
項
目
の
み
、
以
下
に
紹
介
す
る
。

第
一
篇　

規
範

　

第
一
章　

法
令
律
例

　
　
　

第
一
節　

綜
合
治
令

一　

断
代
法
令
（『
故
唐
律
疏
議
』、『
宋
刑
統
』、『
慶
元
條
法
事
類
』、『
大
元
通
制
条
格
』、『
大
元
聖
政
国
朝
典
章
』、『
大
明
令
』、『
皇

明
條
法
事
類
纂
』、『
重
修
問
刑
条
例
』、『
大
清
律
例
』
な
ど
）

二　

歴
代
法
令
（『
九
朝
律
考
』
な
ど
）

　
　
　
（
第
二
節
省
略
）

　

第
三
章　

訓
諭
楷
模

　
　
　
（
第
一
～
四
節
省
略
）

『中国法制史』出版件数

1920～30年 4

1940～70年 5

1980年代 5

1990年代 14

2000年代 52

2010年代 11

A
nalytical B

ibliography

も
あ
り
、
そ
の12.2 N

ational Legal System

（
司
法
制
度
）

に
も
法
制
関
係
と
見
な
す
べ
き
書
目
の
番
号
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
ず

れ
も
清
朝
以
降
の
も
の
で
あ
り
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
張
偉
仁
『
中
国
法
制
史
書
目
』
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
の
上
に
米
・

日
・
英
の
大
学
・
図
書
館
の
分
類
を
参
考
と
し
つ
つ
清
代
ま
で
（
清
代
以
前
の
史
料
を
再

編
し
た
民
国
以
降
の
も
の
を
含
む
）
ま
で
の
法
制
史
料
を
現
代
の
我
々
の
枠
組
み
か
ら
再
編

し
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
「
法
制
史
」
を
冠
し
た
書
目
と
し
て
は
最
も
体
系
だ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
全
体
が
四
つ
の
篇
、
そ
の
下
に
章
、
節
、
ま
た
節
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に

中国国家図書館・中国国家数字図書館
（http://www.nlc.cn/ 2018年 3 月16日閲
覧）、全国図書書目資訊網（http://nbinet3.
ncl.edu.tw/screens/opacmenu_cht.html 
同日閲覧）、CiNii Books（https://ci.nii.ac.
jp/books/ 同日閲覧）
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第
五
節　

綜
合
（『
宋
朝
大
詔
令
集
』、『
雍
正
硃
批
奏
摺
選
輯
』
な
ど
）

　

第
四
章　

成
案
慣
例 

　
　
　

第
一
節　

成
案
（『
疑
獄
集
』、『
折
獄
亀
鑑
』、『
棠
陰
比
事
』、『
駁
案
新
編
』
な
ど
）

　
　
　

第
二
節　

慣
例
（『
中
国
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
』
な
ど
）

　
（
第
二
、
五
、
六
章
省
略
） 

第
二
篇　

制
度

　
（
第
一
～
七
章
省
略
）

　

第
八
章　

綜
合

　
　
　

第
一
節　

断
代
（『
周
礼
』、『
大
唐
六
典
』、『
宋
会
要
輯
稿
』、『
大
明
会
典
』、『
欽
定
大
清
会
典
事
例
』
な
ど
） 

（
第
二
節
省
略
）

第
三
篇　

理
論

　
（
第
一
～
四
章
省
略
）

第
四
篇　

実
務

　

第
三
章　

司
法

　
　
　

第
一
節　

重
大
事
件

　
　
　

第
二
節　

審
判
記
録
（『
名
公
書
判
清
明
集
』、『
㽦
辞
』、『
鹿
洲
公
案
』、『
呉
中
判
牘
』、『
樊
山
批
判
』
な
ど
） 

（
第
三
～
六
節
省
略
）

　

第
一
〇
章　

綜
合
（『
貞
観
政
要
』、『
太
平
治
蹟
統
類
』、『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』、『
朝
野
類
要
』、『
万
暦
野
獲
編
』、
明
清
の
実
録
な
ど
）

　
（
第
一
、
二
、
四
～
九
章
省
略
）

第
五
篇　

綜
合

　

第
四
章　

方
志
（
中
国
方
志
叢
書
、
重
修
台
湾
府
志
な
ど
）

　
（
第
一
～
三
章
省
略
）

　

こ
れ
と
て
、
全
体
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
量
的
に
は
清
朝
以
降
の
も
の
（
民
国
期
に
編
纂
さ
れ
た
清
代
史
料
を
含
む
。
満
文
等
は
含
ま

な
い
）
が
大
半
を
占
め
る
。
だ
が
、
例
え
ば
『
折
獄
亀
鑑
』『
棠
陰
比
事
』
は
『
疑
獄
集
』
以
来
の
故
事
な
ど
で
あ
っ
て
、
具
体
事
例
や
宋
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の
同
時
代
的
な
法
律
に
基
づ
い
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
第
一
篇
の
「
規
範
」
に
含
め
、
一
方
、
現
代
の
歴
史
研
究
で
多
用
さ
れ
る
『
清

明
集
』、『
㽦
辞
』、『
樊
山
批
判
』
な
ど
の
判
語
を
第
四
篇
「
実
務
」
に
配
し
て
い
る
の
は
慧
眼
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
混
乱
し
た
従
来
の

四
庫
分
類
と
比
し
て
、
法
制
史
料
分
類
に
お
け
る
我
々
の
よ
い
導
き
手
と
な
る
。
な
お
同
書
は
檔
案
や
石
刻
な
ど
と
い
っ
た
史
料
の
形
態

で
は
な
く
、
内
容
で
分
類
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
檔
案
が
刊
印
さ
れ
た
『
大
清
律
例
按
語
』
は
第
一
篇
規
範
第
一
章
法
令
律
例
第
一
節
綜

合
治
令
一
断
代
法
令
、
明
の
檔
案
の
鈔
本
『
刑
部
問
寧
王
案
』
は
第
四
篇
実
務
第
三
章
司
法
第
一
節
重
大
案
件
で
あ
り
、「
淡
新
檔
案
」
は

紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
文
集
、
詩
文
、
石
刻
資
料
集
な
ど
は
、
法
制
史
料
と
し
て
は
あ
ま
り
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、
現
代
の
書
誌
分
類
と
し
て
、
ま
ず
日
本
十
進
分
類
表
（N

D
C

）
に
お
い
て
見
る
な
ら
、
現
代
の
大
学
の
組
織
と
似
て
お
り
、
中

国
法
制
史
の
研
究
図
書
は
法
律
‒
法
制
史
‒
東
洋
法
制
史
‒
中
国
（
法
学
部
東
洋
法
制
史
講
座
に
相
当
）
で
あ
る
三
二
二
・
二
二
番
台
に
あ
る
。

十
進
法
分
類
に
よ
る
場
合
は
、
影
印
さ
れ
た
一
次
史
料
も
こ
の
三
二
二
・
二
二
番
台
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

さ
て
、「
法
制
史
料
」
を
、
四
部
分
類
で
あ
れ
ば
〝
刑
法
〟（『
四
庫
全
書
』
で
は
史
部
政
書
類
と
子
部
法
家
類
）、
ま
た
は
『
中
国
法
制
史
書

目
』
の
第
一
篇
「
規
範
」
の
「
法
令
律
例
」、
第
四
篇
「
実
務
」
の
「
司
法
」
あ
た
り
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
べ
き
現
存
の
宋
代
法
制
史
料
と
し
て
は
、
編
纂
法
典
で
海
行
の
竇
儀
『
宋
刑
統
』（『
重
詳
定
刑
統
』）、『
慶
元
条
法
事
類
』、『
天
聖

令
』、
ま
た
特
別
法
の
『
開
禧
重
修
尚
書
吏
部
侍
郎
右
選
格
』
で
あ
り
、『
四
庫
全
書
』
で
は
子
部
法
家
に
分
類
さ
れ
た
が
も
と
も
と
刑
法

で
あ
っ
た
『
清
明
集
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
紙
幅
や
筆
者
の
能
力
の
関
係
も
あ
っ
て
、
吏
部
関
係
の
格
の
み
の
『
開
禧
重
修
尚
書
吏
部
侍
郎

右
選
格
』
を
省
き
、
ま
た
唐
律
を
踏
襲
し
た
『
宋
刑
統
』、
い
ま
だ
唐
令
の
延
長
に
あ
る
『
天
聖
令
』
を
除
外
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

「
一
　
判
語
」
と
し
て
『
清
明
集
』、「
二
　
条
法
事
類
」
と
し
て
『
慶
元
条
法
事
類
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
「
三
　
会

要
」
と
し
て
、
や
や
外
れ
る
が
『
直
斎
書
録
解
題
』
史
部
詔
令
類
、『
四
庫
提
要
』
史
部
詔
令
奏
議
之
属
、
あ
る
い
は
『
中
国
法
制
史
書

目
』
第
一
篇
第
三
章
訓
諭
楷
模
の
分
類
に
属
す
る
詔
令
を
取
り
上
げ
る
。

　

宋
代
に
は
『
宋
代
詔
令
集
』
と
い
う
、『
宋
朝
国
史
』
系
統
と
は
ま
た
異
な
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
北
宋
の
詔
令
集
が
残
さ
れ
て
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い
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
詔
令
等
の
命
令
・
議
論
を
載
せ
た
宋
代
史
料
と
し
て
、『
宋
会
要
輯
稿
』
に
解
説
・
解
釈
を
加
え
る
こ
と
と

し
た
。『
宋
会
要
輯
稿
』
は
実
質
的
に
は
奏
議
と
詔
令
が
大
半
を
占
め
る
し
、
第
一
に
、
詔
令
は
行
政
の
規
範
と
な
り
、
し
ば
し
ば
実
際
の

法
律
は
そ
の
一
部
か
ら
発
生
し
、
詔
令
も
法
律
に
準
ず
る
「
法
制
史
料
」
と
し
て
十
分
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二

に
こ
れ
が
法
制
に
限
ら
ず
、
制
度
・
財
政
・
政
治
な
ど
、
多
く
の
方
面
で
南
北
両
宋
を
通
じ
て
利
用
さ
れ
る
重
要
史
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』（
大
阪
大
学
文
学
部
、
一
九
七
六
年
）

『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
三
～
六
五
年
）

『
国
立
国
会
図
書
館
漢
籍
目
録
』（
国
立
国
会
図
書
館
図
書
部
、
一
九
八
七
年
）

『
静
嘉
堂
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』（
静
嘉
堂
文
庫
編
、
一
九
三
〇
年
）

『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
七
三
～
七
五
年
）

『
東
洋
文
庫
所
蔵
漢
籍
分
類
目
録　

史
部
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
）

三
木
聰
・
山
本
英
史
・
高
橋
芳
郎
編
『
伝
統
中
国
判
牘
資
料
目
録
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
） 

（
以
上
、
漢
籍
目
録
類
）

青
木
敦
『
宋
代
民
事
法
の
世
界
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

孫
祖
基
『
中
国
歴
代
法
家
著
述
考
』（
初
版
、
一
九
三
四
年
、
の
ち
台
北
、
進
学
書
局
、
一
九
七
〇
年
）

張
偉
仁
『
中
国
法
制
史
書
目
』（
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
六
年
）

李
祖
蔭
等
『
中
国
法
制
史
参
考
書
目
簡
介
』（
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）

G
. W

illiam
 Skinner and W

inston H
sieh

（
謝
文
孫
）, eds.,  M

odern C
hinese Society: A

n A
nalytical B

ibliography

（Stanford, 

C
alifornia, Stanford U

niversity Press, 1973

）
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一
　
判

語

【
解
題
】

　

中
国
史
料
に
裁
判
の
判
決
文
た
る
判
語
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
南
宋
以
降
で
、
ま
と
ま
っ
た
量
の
南
宋
の
判
語
集
と
し
て
は
、
黄

榦
（
一
一
五
二
～
一
二
二
一
）
の
『
黄
勉
斎
先
生
文
集
』（
以
下
『
黄
勉
斎
集
』）
中
に
含
ま
れ
た
も
の
が
最
初
で
あ
り
、
つ
い
で
劉
克
荘
（
一
一

八
七
～
一
二
六
九
）
の
『
後
村
先
生
大
文
集
』（
以
下
『
後
村
集
』）
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
大
部
な
『
清
明
集
』
一
四
巻
が
残
さ
れ
て
い
る
。

時
期
的
に
は
、
こ
の
一
二
四
〇
年
代
～
七
〇
年
代
の
判
語
を
集
め
た
『
清
明
集
』
と
劉
克
荘
の
『
後
村
集
』
が
、『
黄
勉
斎
集
』
よ
り
半
世

紀
ほ
ど
遅
れ
る
。『
後
村
集
』
と
『
清
明
集
』
に
は
重
複
す
る
判
語
が
見
ら
れ
る
が
、『
黄
勉
斎
集
』
の
判
語
は
『
清
明
集
』
に
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
だ
が
今
日
第
一
に
参
照
す
べ
き
中
華
書
局
標
点
本
『
清
明
集
』
に
は
劉
克
荘
や
黄
榦
の
判
語
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
参
照

は
容
易
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
南
宋
判
語
と
く
に
『
清
明
集
』
は
、
明
中
期
以
前
の
判
語
と
し
て
は
、
全
体
の
分
量
・
判
語
あ
た
り
の
字
数
の
双
方
か
ら

し
て
群
を
抜
い
て
い
る
。
公
牘
・
讞
語
な
ど
と
称
さ
れ
る
明
の
判
語
も
、
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
～
一
五
六
六
）
を
過
ぎ
る
ま
で
は
こ
れ
に

比
す
れ
ば
微
々
た
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
一
六
一
九
）
を
過
ぎ
、
明
末
か
ら
清
に
至
っ
て
よ
う
や
く
『
清
明
集
』

に
量
的
に
匹
敵
す
る
記
録
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
『
清
明
集
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
量
的
な
豊
か
さ
だ
け
で
は
な
く
、
民
事
的
法
律
を
細
か
に
引
用
し
事
実
と
対
照
さ

せ
て
判
決
を
下
す
と
い
う
、
後
代
に
は
見
ら
れ
な
い
宋
代
裁
判
の
性
質
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
細
か
い
民
事
的
法
条
こ

そ
が
宋
代
法
制
の
特
色
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

た
だ
も
ち
ろ
ん
、
各
事
件
の
関
係
者
は
主
と
し
て
、
善
玉
と
し
て
の
裁
判
官
、
悪
玉
の
側
に
豪
民
や
そ
れ
と
結
託
す
る
譁
徒
、
胥
吏
、
と
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相
当
程
度
に
定
形
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
本
来
は
地
域
的
に
多
種
多
様
で
あ
る
は
ず
の
土
地
慣
習
や
分
産
慣
習
に
関
す
る

用
語
も
、
地
域
を
問
わ
ず
に
、
南
宋
の
共
通
用
語
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
（
宋
代
お
よ
び
二
〇
世
紀
華
北
に
お
け
る
抵
当
慣
習
の
用
語
法
の
差

異
に
つ
い
て
は
、［
青
木
二
〇
一
四
］
七
八
頁
を
参
照
）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
清
明
集
』
も
そ
の
ま
ま
当
時
の
社
会
の
実
態
を
描
い

た
史
料
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
内
容
か
ら
直
接
、「
地
域
社
会
」「
基
層
社
会
」
を
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
も
、
学
派
系
統
が
明
ら
か
な
著
者
の
全
員
が
朱
子
学
者
で
、
な
か
に
は
判
語
の
著
者
が
、
女
子
財
産
に
つ
い
て
、
下
級
審
よ
り

も
よ
り
明
ら
か
に
朱
子
学
的
に
厳
格
な
判
断
を
し
て
い
る
事
例
も
知
ら
れ
て
い
る
（［
高
橋
二
〇
一
七
］）。『
清
明
集
』
が
現
実
に
行
わ
れ
た

宋
代
裁
判
の
平
均
値
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
点
を
差
し
引
い
て
も
、
南
宋
裁
判
に
お
け
る
法
律
の
運
用
を
知
る
う

え
で
、『
清
明
集
』
の
価
値
は
至
上
の
も
の
で
あ
る
。

　
『
清
明
集
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
戸
婚
門
の
『
高
橋
訳
注
』（
後
出
【
参
考
文
献
】
を
参
照
。
該
当
す
る
訳
注
を
『
高
橋
訳
注
』
と
略
記
す
る
）

三
～
六
頁
に
的
確
な
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
を
参
考
に
す
べ
き
だ
が
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
を
述
べ
る
な
ら
、
ま
ず
天

下
の
孤
本
と
し
て
静
嘉
堂
の
宋
版
の
『〔
名
公
書
判
〕
清
明
集
』（
不
分
巻
、
戸
婚
門
の
み
）
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代

に
上
海
図
書
館
お
よ
び
北
京
図
書
館
か
ら
、
明
刊
本
（
一
四
巻
本
）
が
発
見
さ
れ
た
（
北
京
図
書
館
本
は
一
部
欠
）。

　

本
稿
で
扱
う
「
質
庫
利
息
與
私
債
不
同
」
は
、
農
村
金
融
に
お
け
る
出
資
や
利
率
の
訴
訟
を
、
法
を
重
視
し
つ
つ
裁
い
て
い
く
一
例
で

あ
る
が
、
次
項
の
『
慶
元
条
法
事
類
』
所
載
条
文
の
実
地
で
の
適
用
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
の
部
分
を
読
ん
で
ゆ
き
、
そ
の
後

「
二
　
条
法
事
類
」
で
該
当
す
る
条
文
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

【
史
料
I
】

『
名
公
書
判
清
明
集
』
巻
九
、
胡
石
壁
「
質
庫
利
息
與
私
債
不
同
」

① 

原 

文
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大
凡
官
廳
財
物
勾
加
之
訟
、
考
察
虛
實
、
則
憑
文
書
、
剖
判
曲
直
、
則
依
條
法
。
捨
此
而
臆
決
焉
、
則
難
乎
片
言
折
獄
矣
。
黃
公
才
初
以

百
千
與
李
四
二
作
解
、
而
其
子
李
五
三
、
李
五
七
止
供
認
五
十
千
。
知
縣
遂
以
爲
信
。
謂
是
當
時
果
只
五
十
千
、
不
知
以
何
爲
照
、
而
可

證
單
詞
之
非
妄
。
是
不
憑
文
書
以
考
察
虛
實
矣
。
李
四
二
領
錢
之
初
、
約
每
歲
納
息
二
分
。
以
十
四
年
計
之
、
該
息
二
百
八
十
貫
。
據
黃

公
才
供
、
曾
支
去
二
十
七
貫
、
通
本
息
合
存
三
百
五
十
三
貫
。
此
乃
是
積
年
留
下
息
錢
在
庫
、
不
曾
支
撥
、
初
非
「
以
財
物
出
舉
、
而
回

利
爲
本
者
」。
知
縣
乃
引
用
「
積
日
雖
多
、
不
過
得
一
倍
」
之
法
、
以
斷
之
、
豈
猶
未
見
淳
熙
十
四
年
申
明
之
敕
乎
。
其
說
曰
「
若
甲
家
出

錢
一
百
貫
、
雇
倩
乙
家
開
張
質
庫
營
運
、
所
收
息
錢
雖
過
於
本
、
其
雇
倩
人
係
因
本
營
運
所
得
利
息
、
既
係
外
來
諸
色
人
將
衣
物
、
金
帛

抵
當
之
類
、
其
本
尙
在
、
比
之
借
貸
取
利
過
本
者
、
事
體
不
同
、
卽
不
當
與
私
債
一
例
定
斷
」。
今
李
四
二
所
欠
黃
公
才
之
錢
、
正
係
質
庫

利
息
。
知
縣
乃
以
私
債
定
奪
、
是
又
不
依
條
法
以
剖
判
曲
直
矣
。
然
則
何
以
息
訟
哉
。
僉
廳
再
喚
兩
詞
、
於
黃
公
才
名
下
索
出
李
四
二
領

錢
文
約
、
以
驗
其
實
欠
錢
若
干
。
如
見
得
別
無
未
盡
情
節
、
則
與
照
條
追
理
監
還
、
何
必
更
追
干
證
。

② 

訓 

読

大
凡
そ
官
廳
の
財
物
勾
加
の
訟
、
虛
實
を
考
察
せ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
文
書
に
憑
し
、
曲
直
を
剖
判
せ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
條
法
に
依
る
。

此
れ
を
捨
て
て
臆
決
せ
ば
、
則
ち
片
言
も
て
折
獄
す
る
よ
り
も
難
し
。
黃
公
才
初
め
百
千
を
以
て
李
四
二
に
與
へ
解
を
作
さ
し
む
る
も
、
而

し
て
其
の
子
李
五
三
、
李
五
七
、
止
だ
五
十
千
を
供
認
す
る
の
み
。
知
縣
遂
に
以
て
信
を
爲
す
。
是
れ
當
時
果
し
て
只
だ
五
十
千
と
謂
ふ

は
、
何
を
以
て
照
と
爲
し
て
單
詞
の
非
妄
を
證
す
べ
き
か
を
知
ら
ず
。
是
れ
文
書
に
憑
ら
ず
し
て
以
て
虛
實
を
考
察
す
る
な
り
。
李
四
二

の
領
錢
の
初
め
、
每
歲
息
二
分
を
納
む
る
を
約
す
。
十
四
年
を
以
て
之
れ
を
計
せ
ば
、
該
息
は
二
百
八
十
貫
な
り
。
黃
公
才
の
供
に
據
ら

ば
、
曾
て
二
十
七
貫
を
支
去
し
、
本
息
と
通
じ
合ま

さ

に
三
百
五
十
三
貫
を
存
す
べ
し
。
此
れ
乃
ち
是
れ
積
年
留
下
せ
し
息
錢
の
庫
に
在
り
て
、

曾
て
支
撥
せ
ず
、
初
め
よ
り
「
財
物
を
以
て
出
舉
し
て
回
利
し
本
と
爲
す
」
に
は
非
ず
。
知
縣
乃
ち
「
積
日
多
し
と
雖
も
一
倍
を
得
る
に

過
ぎ
ず
」
の
法
を
引
用
し
以
て
之
れ
を
斷
ず
る
は
、
豈
に
猶
ほ
未
だ
淳
熙
十
四
年
申
明
の
敕
を
見
ざ
り
し
や
。
其
の
說
に
曰
く
「
甲
家
錢

一
百
貫
を
出
し
乙
家
を
雇
倩
し
質
庫
を
開
張
し
營
運
せ
し
が
若
き
は
、
收
す
る
所
の
息
錢
本
を
過
ぐ
る
と
雖
も
、
其
の
雇
倩
人
の
本
に
因
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り
て
營
運
し
得
る
所
の
利
息
に
係
る
は
、
旣
に
外
來
諸
色
人
の
衣
物
、
金
帛
を
將
て
抵
當
す
る
の
類
に
係
れ
ば
、
其
の
本
尙
ほ
在
り
、
之

れ
に
比
す
る
に
借
貸
し
取
利
の
本
を
過
ぐ
る
と
は
事
體
同
じ
か
ら
ず
、
卽
ち
當
に
私
債
と
一
例
に
定
斷
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
今
李
四
二
欠

す
る
所
の
黃
公
才
の
錢
は
正
に
質
庫
の
利
息
に
係
る
。
知
縣
乃
ち
私
債
を
以
て
定
奪
す
る
は
是
れ
又
た
條
法
に
依
ら
ず
し
て
以
て
曲
直
を

剖
判
す
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
何
を
以
て
か
訟
を
息
め
ん
や
。
僉
廳
兩
詞
を
再
喚
し
、
黃
公
才
の
名
下
に
於
い
て
李
四
二
領
錢
の
文
約
を

索
出
し
、
以
て
其
の
實
欠
錢
若
干
を
驗
す
。
如
し
別
に
未
だ
情
節
を
盡
さ
ざ
る
無
き
を
見
得
せ
ば
、
則
ち
與
に
條
に
照
し
追
理
監
還
し
、
何

ぞ
必
ず
し
も
更
に
干
證
を
追
せ
ん
。

③ 

語 

釈

〈
勾
加
〉『
梅
原
訳
注
』（
後
出
【
参
考
文
献
】
を
参
照
。
該
当
す
る
訳
注
を
『
梅
原
訳
注
』
と
略
記
す
る
）
三
三
三
頁
は
「
い
ち
お
う
貸
し
借
り
、
出

入
と
考
え
て
お
く
」
と
い
い
、［
徳
永
一
九
九
三
］
は
「
財
物
勾
加
」
に
「
き
ん
ぴ
ん
で
い
り
」
と
ル
ビ
を
振
り
、［
許
浩
二
〇
一
三
］
二

〇
三
頁
は
「
勾
竄
添
加
の
こ
と
か
」
と
す
る
。　
〈
百
千
〉
～
十
千
、
～
百
千
の
〝
千
〟
は
貫
の
意
、
こ
こ
で
は
百
貫
の
こ
と
。
一
千
が
一

貫
に
あ
た
る
。　
〈
單
詞
〉
当
事
者
の
片
方
の
主
張
。　
〈
分
〉
こ
の
利
息
の
「
分
」
は
、【
史
料
II
】
の
最
後
に
あ
る
文
に
説
明
し
て
い
る
通

り
、「
十
分
の
一
」
す
な
わ
ち
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
意
味
し
て
い
る
。〈
回
利
爲
本
〉
複
利
の
こ
と
。
こ
の
一
節
は
後
出
の
雑
勅
〈
一
〉

（
本
稿
一
九
頁
）
の
引
用
で
あ
ろ
う
。　
〈
不
過
得
一
倍
〉
利
息
総
額
が
元
金
の
額
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
一
本
一
利
原
則
の
こ
と
。
こ
の

ケ
ー
ス
で
は
毎
年
利
子
は
単
利
で
二
〇
貫
、
一
四
年
で
二
八
〇
貫
、
こ
れ
は
元
本
一
〇
〇
貫
を
上
回
る
。
だ
が
、
淳
煕
一
四
年
の
随
勅
申

明
で
は
、
出
資
し
て
他
人
に
金
融
業
を
営
ま
せ
て
い
る
者
に
は
こ
の
規
制
を
適
用
し
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
李
家
の
主

張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

④ 

和 

訳

胡
頴
「
質
庫
の
利
息
と
私
債
と
は
同
じ
で
は
な
い
」

　

お
よ
そ
官
庁
が
財
物
の
や
り
と
り
に
関
わ
る
訴
訟
を
扱
う
時
に
は
、
虚
実
を
考
察
す
る
に
は
文
書
に
依
拠
し
、
是
非
曲
直
を
判
断
す
る
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に
は
法
律
に
依
拠
す
る
。
こ
の
事
を
棄
て
て
憶
測
で
決
着
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、「
片
言
も
て
獄
を
折さ
だ

む
る
」
こ
と
も
難
し
い
。
黄
公
才
は

は
じ
め
一
〇
〇
貫
を
李
四
二
に
与
え
て
質
屋
を
開
か
せ
た
が
、
そ
の
子
李
五
三
・
李
五
七
は
五
〇
貫
借
り
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
、

知
県
は
結
局
そ
れ
を
信
じ
て
し
ま
い
、「
当
時
は
た
し
か
に
五
〇
貫
だ
け
だ
っ
た
」
と
考
え
た
が
、
一
体
何
を
証
拠
と
し
て
一
方
の
言
い
分

を
間
違
い
な
い
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
文
書
に
依
拠
せ
ず
に
虚
実
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
四
二
は
銭
を
受
け
取
っ
た
当

初
、
毎
年
利
息
二
分
を
納
め
る
と
約
束
し
た
が
、
一
四
年
で
計
算
す
る
と
利
息
は
二
八
〇
貫
に
な
る
。
黄
公
才
の
供
述
で
は
、「〔
李
は
〕

か
つ
て
二
七
貫
を
支
払
っ
て
き
た
の
で
、
元
本
と
利
息
を
あ
わ
せ
て
三
五
三
貫
が
未
払
い
で
残
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち

長
年
支
払
い
を
留
保
し
て
き
た
利
息
で
あ
り
、
質
屋
が
こ
れ
ま
で
支
払
い
を
し
て
い
な
い
額
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
財
物
を
貸
し
つ
け
て

複
利
を
取
る
」
も
の
で
は
な
い
。
知
県
は
「
月
日
が
長
く
と
も
利
息
は
元
本
の
倍
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
法
律
を
引
用
し
て
こ

の
問
題
を
裁
い
た
が
、
な
ぜ
淳
照
一
四
年
（
一
一
八
七
）
の
申
明
の
勅
文
を
見
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
「
も
し
甲
家
が
銭
一
〇
〇
貫
を

出
し
て
乙
家
の
者
を
雇
い
、
質
庫
を
開
い
て
営
業
し
た
場
合
、
納
め
た
利
息
が
元
本
を
過
ぎ
た
と
し
て
も
、
雇
っ
た
人
間
が
元
本
を
も
と

に
し
て
運
転
し
て
得
た
利
息
は
、
他
所
か
ら
や
っ
て
来
た
様
々
な
人
が
衣
類
や
金
帛
を
抵
当
に
し
た
類
い
の
も
の
で
あ
り
、
元
本
が
な
お

存
在
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
を
、
金
銭
を
貸
し
て
利
息
が
元
本
を
超
過
す
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
事
態
は
同
じ
で
は
な
く
、
私
債
と

同
じ
く
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
い
ま
李
四
二
が
負
っ
て
い
る
黄
公
才
の
銭
は
ま
さ
し
く
質
庫
の
利
息
で
あ
る
。
知
県
は
私

債
と
し
て
判
断
し
た
が
、
そ
れ
は
法
律
に
依
拠
せ
ず
に
善
悪
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
訴
訟
を
終
わ
ら
せ
ら

れ
よ
う
か
。
僉
庁
は
再
度
原
告
被
告
を
呼
び
出
し
、
黄
公
才
の
と
こ
ろ
か
ら
李
四
二
の
金
銭
受
け
取
り
証
文
を
探
し
出
し
、
実
際
に
欠
損

し
て
い
る
銭
が
い
く
ら
か
調
べ
よ
。
も
し
そ
れ
ぞ
れ
調
査
し
尽
く
し
て
い
な
い
事
情
が
な
い
と
分
か
れ
ば
、
法
律
ど
お
り
に
取
り
立
て
て

強
制
返
済
さ
せ
れ
ば
よ
く
、
こ
れ
以
上
証
人
を
呼
び
出
す
必
要
は
な
い
。

【
解
説
】
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こ
の
文
章
は
、『
高
橋
訳
注
』
三
三
九
～
三
四
一
頁
、『
梅
原
訳
注
』
三
三
二
～
三
三
四
頁
に
邦
訳
が
あ
る
。M

cK
night and  Liu

に
よ

る
英
語
の
抄
訳
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
（pp.333–

334

）。
邦
訳
は
、
宋
版
に
基
づ
い
た
『
梅
原
訳
注
』
よ
り
、
明
版
も
参
照
し
て
い
る

『
高
橋
訳
注
』
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
こ
こ
で
「
片
言
折
獄
」
の
解
釈
に
『
論
語
』

顔
淵
を
参
照
す
る
点
で
は
、『
梅
原
訳
注
』
の
ほ
う
が
参
考
に
な
る
。

　

ま
た
、
版
本
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て
は
、
宋
版
は
「
官
廳
」
を
「
官
聽
」、
宋
版
は
「
借
貸
」
を
「
借
借
」
と
し
、
明
版
は
「
回
利
」
を

「
因
利
」
と
す
る
な
ど
が
あ
る
が
、
中
華
書
局
標
点
本
や
各
種
訳
注
で
す
で
に
校
勘
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
借
貸
」
は
『
慶
元
条
法

事
類
』
の
当
該
条
文
で
は
「
徑
借
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
な
お
他
の
諸
史
料
と
の
対
比
・
検
討
は
必
要
で
あ
る
。

　

同
書
の
著
者
は
姓
と
号
で
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
号
・
字
・
名
の
対
応
は
、
中
華
書
局
標
点
本
五
六
四
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
。
胡
石

壁
は
胡
頴
の
こ
と
。『
清
明
集
』
三
「
贍
墳
田
無
免
之
例
」
に
登
場
す
る
江
西
崇
仁
県
の
楽
氏
（
北
宋
初
期
楽
史
の
末
裔
）
な
ど
若
干
を
除
け

ば
（［
青
木
二
〇
一
四
］
第
一
〇
章
参
照
）、
李
四
二
、
李
五
三
、
李
五
七
な
ど
当
事
者
は
ほ
と
ん
ど
無
名
の
人
々
で
あ
っ
て
、
他
の
ど
の
よ
う

な
史
料
に
も
登
場
し
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
姓
と
数
字
で
人
物
名
が
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
輩
行
を

表
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
判
語
の
舞
台
と
な
る
時
間
・
場
所
に
つ
い
て
は
、
分
か
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
本
事
例
の
場
合
は
不
明

で
、
著
者
胡
頴
の
在
任
地
、
在
任
期
間
か
ら
範
囲
を
類
推
す
る
し
か
な
い
。

　
「
淳
熙
十
四
年
申
明
の
敕
」
は
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
八
〇
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
本
文
は
「
二　

条
法
事
類
」
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

厳
密
に
見
比
べ
れ
ば
『
慶
元
条
法
事
類
』
の
「
甲
」、「
乙
」
を
「
甲
家
」、「
乙
家
」、「
被
雇
倩
之
人
」
を
「
雇
倩
人
」、「
藉
本
因
而
營
運
」

を
「
因
本
營
運
」
と
し
、『
慶
元
条
法
事
類
』
の
「
況
係
主
家
出
本
雇
人
、
或
憑
倩
開
張
質
庫
、
及
」・「
銀
匹
」
が
抜
け
て
い
る
、
と
い
っ

た
差
異
は
あ
る
が
、
他
は
正
確
に
対
応
す
る
。
一
般
に
、『
清
明
集
』
に
引
用
さ
れ
る
法
律
よ
り
『
慶
元
条
法
事
類
』
の
ほ
う
が
詳
細
な
場

合
が
多
い
が
、

一
、『
清
明
集
』
に
は
『
慶
元
条
法
事
類
』
等
に
は
見
ら
れ
な
い
法
律
条
文
が
豊
か
に
発
見
さ
れ
る
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二
、
判
語
に
お
け
る
被
引
用
頻
度
か
ら
当
時
の
社
会
に
お
け
る
各
法
律
条
文
の
重
要
性
を
推
察
で
き
る

三
、
節
略
・
引
用
の
し
か
た
に
よ
り
各
法
律
条
文
の
う
ち
の
重
要
部
分
が
わ
か
る

と
い
っ
た
点
で
、
法
律
条
文
研
究
に
お
い
て
『
清
明
集
』
等
の
南
宋
判
語
史
料
は
、
法
典
に
も
劣
ら
な
い
有
用
性
を
持
つ
。

　

明
清
と
異
な
る
宋
代
判
語
の
顕
著
な
特
徴
は
、
裁
判
官
が
情
よ
り
も
法
律
を
重
視
す
る
と
い
う
明
言
が
多
く
、
ま
た
実
際
の
民
事
的
案

件
（
明
清
で
い
う
所
謂
「
戸
婚
田
土
」
の
こ
と
）
に
宋
代
特
有
の
民
事
法
を
適
用
し
て
裁
き
を
下
し
て
い
る
も
の
が
か
な
り
見
ら
れ
る
点
に
あ

る
。

　

実
際
、
こ
の
胡
頴
は
、
法
解
釈
に
よ
っ
て
下
級
審
を
覆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
量
的
に
豊
富
な
明
中
期
以
降
の
判
語
に
お
い
て
す

ら
、
容
易
に
は
見
出
し
が
た
い
。
し
か
し
こ
の
胡
頴
の
法
へ
の
姿
勢
は
、
范
応
鈴
や
宋
慈
な
ど
宋
代
の
裁
判
官
に
は
多
く
共
通
し
て
い
る
。

本
事
例
は
、
私
法
的
・
民
法
的
条
文
を
引
用
し
つ
つ
理
論
を
組
み
立
て
、
判
決
を
下
す
宋
代
判
語
の
一
事
例
で
あ
る
。

【
書
式
】

　

特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。
通
常
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
中
華
書
局
標
点
本
、
ま
た
も
と
に
な
っ
た
静
嘉
堂
本
・
明
版
と
も
、

こ
と
に
有
意
な
改
行
な
ど
は
行
わ
れ
な
い
が
、
引
用
す
る
際
に
は
意
味
に
即
し
て
分
か
り
や
す
く
改
行
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

【
参
考
文
献
】

梅
原
郁
訳
注
『
名
公
書
判
清
明
集
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
）

清
明
集
研
究
会
編
『
名
公
書
判
清
明
集
訳
注
稿
』（
懲
悪
門
・
人
品
門
・
人
倫
門
・
官
吏
門
）（
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
～
二
〇
一
〇
年
）

中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
宋
遼
金
元
史
研
究
室
点
校
『
名
公
書
判
清
明
集
』
上
・
下
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
第
二
版
二
〇

〇
二
年
）
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高
橋
芳
郎
『
訳
注
「
名
公
書
判
清
明
集
」
戸
婚
門

―
南
宋
代
の
民
事
的
紛
争
と
判
決

―
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）

高
橋
芳
郎
『
訳
注
「
名
公
書
判
清
明
集
」
官
吏
門
・
賦
役
門
・
文
事
門
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）

M
cK

night, B
rian E

., and Liu, Jam
es T. C

., （trans.

）The E
nlightened Judgem

ents : C
h’ing-M

ing C
hi: the Sung D

ynasty 

C
ollection

（N
ew

 York, State U
niversity of N

ew
 York Press, 1999

） 

（
以
上
、
テ
キ
ス
ト
・
翻
訳
）

青
木
敦
『
宋
代
民
事
法
の
世
界
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

許
浩
『《
名
公
書
判
清
明
集
》
詞
匯
研
究
』（
北
京
、
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）

高
橋
芳
郎
『
黄
勉
斎
と
劉
後
村　

附
文
文
山

―
南
宋
判
語
の
訳
注
と
講
義

―
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

高
橋
芳
郎
「
粧
奩
は
誰
の
も
の
か

―
南
宋
代
を
基
点
に
し
て

―
」（
三
木
聰
編
『
宋
―
清
代
の
政
治
と
社
会
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
所

収
）

徳
永
洋
介
「
南
宋
時
代
の
紛
争
と
裁
判

―
主
佃
関
係
の
現
場
か
ら

―
」（
梅
原
郁
編
『
中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
、
一
九
九
三
年
所
収
）

二
　
条

法

事

類

【
解
題
】

　

海
行
法
典
と
し
て
宋
代
に
は
ま
ず
『
宋
刑
統
』『
建
隆
編
勅
』
が
編
纂
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
編
勅
が
煕
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
ま
で
数
回

編
纂
さ
れ
た
。
元
豊
年
間
（
一
〇
七
八
～
一
〇
八
五
）
以
降
南
宋
に
か
け
て
は
、
編
勅
に
か
わ
っ
て
勅
令
格
式
が
編
纂
さ
れ
、
さ
ら
に
南
宋

に
は
参
照
の
便
を
図
っ
て
条
法
事
類
が
並
行
し
て
編
纂
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
条
法
事
類
は
法
典
で
は
な
く
て
、
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
南
宋
の
勅
・
令
・
格
・
式
お
よ
び
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
申
明
・
指
揮
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を
、
行
政
実
務
の
課
題
順
に
並
べ
た
法
律
の
便
覧
で
あ
る
。
分
類
は
律
や
勅
、
令
の
編
目
で
は
な
く
、
実
務
の
内
容
に
よ
っ
て
門
に
分
か

た
れ
、
ま
た
重
複
を
厭
っ
て
い
な
い
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
条
法
事
類
は
淳
煕
・
慶
元
・
淳
祐
と
、
海
行
の
勅
令
格
式
編
纂
の
あ
と
に

毎
回
官
撰
さ
れ
た
法
律
条
文
集
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
四
庫
の
法
令
之
属
の
律
学
で
は
な
く
歴
代
通
制
之
属
に
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
法
制
史

研
究
者
に
と
っ
て
噴
飯
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、『
中
国
法
制
史
書
目
』
に
お
い
て
『
唐
律
疏
義
』『
宋
刑
統
』
と
並
ん
で
配
さ
れ

て
い
る
の
は
允
当
で
あ
る
。

　

上
記
の
『
清
明
集
』
全
巻
の
な
か
に
、
律
・
勅
・
令
・
格
・
式
な
ど
と
な
ら
ん
で
特
定
の
年
の
指
揮
の
条
文
を
引
用
す
る
事
例
が
四
か

所
ほ
ど
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
指
揮
は
、
裁
判
に
お
い
て
も
行
政
の
実
務
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
後
法
と
し
て
判
断
の
基
準
に
な
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
法
律
の
多
さ
・
煩
雑
さ
は
、
荊
公
新
学
（
王
安
石
の
学
）
へ
の
反
対
派
の
人
々
に
よ
っ
て
、「
新
書
の
害
」
と
し

て
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
は
唯
一
の
現
存
の
条
法
事
類
で
あ
る
『
慶
元
条
法
事
類
』
の
な
か
か
ら
、
前
項
の
清
明
集
で
見
た
質
で
の
金
銭
貸
借
に
関
す
る

部
分
に
対
応
す
る
巻
八
〇
、
雑
門
「
出
舉
債
負
」
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、
複
利
禁
止
、
金
利
の
上
限
設
定
、
淳
煕
十
四
年
随
勅
申
明
の
三

つ
の
法
律
関
係
条
文
が
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
本
部
分
と
前
項
『
清
明
集
』
を
相
互
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宋
代
に
お
け
る
法
律

の
具
体
条
文
と
裁
判
に
お
け
る
そ
の
運
用
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
慶
元
条
法
事
類
』
の
由
来
、
版
本
に
つ
い
て
は
現
在
、［
戴

二
〇
〇
二
］
が
最
も
詳
し
く
、
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
同
一
の
祖
本
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
北
京
大
学
図
書
館
本
、
台
湾
図
書
館
本
、
静

嘉
堂
本
の
う
ち
、
本
稿
で
は
我
々
に
も
っ
と
も
馴
染
ん
だ
静
嘉
堂
本
（
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八
年
）、
お
よ
び
楊
一
凡
・
田
涛
総
編
（
戴
建

国
点
校
）『
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
続
編
』
第
一
冊
（
哈
爾
濱
、
黒
竜
江
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、［
戴
二
〇
〇
二
］
を
収
め
る
）
を
底
本
と
す
る
。

字
の
異
同
に
つ
い
て
は
【
書
式
】
参
照
。

【
史
料
II
】　
書
影
1
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『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
八
〇
、
雑
門
「
出
舉
債
負
」

① 
原 

文

雜
敕

〈
一
〉
諸
以
財
物
出
舉
而
回
利
爲
本
者
、
杖
陸
十
、
以
威
勢
毆
縛
取
索
、
加
故
殺
罪
參
等
。〈
二
〉
諸
負
債
違
契
不
償
、
罪
止
杖
壹
伯
。〈
三
〉

諸
以
債
負
質
當
人
口
（
虛
立
人
力
・
女
使
雇
契
同
）、
杖
壹
伯
、
人
放
逐
便
、
錢
物
不
追
。
情
重
者
、
奏
裁
。〈
四
〉
諸
以
有
利
債
負
折
當
畊

牛
者
、
杖
壹
伯
。
牛
還
主
。〈
五
〉
諸
命
官
舉
債
而
約
於
任
所
償
者
、
計
本
過
伍
拾
貫
徒
貳
年
（
重
疊
或
於
數
人
處
舉
借
皆
通
計
）。
財
主
・
保

引
人
知
情
、
計
已
分
過
數
者
、
各
杖
壹
伯
。
數
外
財
物
沒
官
。
償
訖
事
發
者
、
各
減
伍
等
（
仍
免
追
沒
）。
因
於
任
所
受
乞
・
借
貸
之
類
、
償

訖
不
減
。〈
六
〉
諸
放
債
與
兵
級
者
、
徒
貳
年
。
與
將
校
及
剩
員
若
刺
面
人
并
出
軍
家
口
、
杖
壹
伯
以
上
。
取
者
、
各
减
參
等
（
放
債
與
急

脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
及
其
家
者
、
仍
許
人
吿
）。
出
軍
家
口
不
坐
（
放
債
財
物
不
追
）。〈
七
〉
諸
質
買
急
脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
月
糧

（
放
債
與
其
家
者
、
同
）、
依
放
債
法
。
財
物
不
追
、
並
許
人
吿
。〈
八
〉
諸
增
價
賖
賣
物
與
兵
級
者
、
杖
壹
伯
（
錢
物
不
理
）。
計
所
增
滿
伍
貫

者
、
依
放
債
法
。〈
九
〉
諸
賖
賣
官
物
與
兵
級
者
、
杖
壹
伯
（
價
錢
未
納
者
、
賣
人
備
償
）。〈
一
〇
〉
諸
監
臨
官
質
當
所
監
臨
財
物
、
及
放
債

者
、
徒
貳
年
（
若
令
親
戚
人
容
親
隨
人
放
債
者
、
准
此
）。
計
利
贓
重
者
、
依
乞
取
監
臨
財
物
法
。
在
官
非
監
臨
、
減
壹
等
。〈
一
一
〉
諸
以
孤

遺
宗
室
錢
米
厤
質
當
者
、
徒
壹
年
。
孤
遺
自
室
質
當
、
減
壹
等
、
錢
主
各
與
同
罪
（
錢
不
追
）。
卽
因
放
債
及
預
借
財
物
、
買
所
請
錢
米
而

每
月
取
利
過
肆
釐
者
、
錢
主
杖
捌
拾
（
放
借
財
物
不
追
、
已
請
錢
米
還
主
）、
並
許
人
吿
。〈
一
二
〉
諸
以
私
債
冐
作
茶
鹽
錢
立
約
理
索
者
、
徒

貳
年
。
錢
物
沒
官
、
許
人
吿
、
內
欠
人
自
首
、
給
賞
如
格
。

關
市
令

〈
一
〉
諸
以
財
物
出
舉
者
、
每
月
取
利
不
得
過
肆
釐
。
積
日
雖
多
、
不
得
過
壹
倍
。
卽
元
借
米
穀
者
、
止
還
本
色
、
每
歲
取
利
、
不
得
過
伍

分
（
謂
每
斗
不
得
過
伍
升
之
類
）、
仍
不
得
准
折
價
錢
。〈
二
〉
諸
負
債
違
契
不
償
、
官
爲
理
索
。
欠
者
迯
亡
、
保
人
代
償
、
各
不
得
留
禁
。
卽

欠
在
伍
年
外
、
或
違
法
取
利
及
高
擡
賣
價
、
若
元
借
穀
米
而
令
准
折
價
錢
者
、
各
不
淂
受
理
。
其
收
質
者
、
過
限
不
贖
、
聽
從
私
約
。
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賞
令

諸
以
孤
遺
宗
室
錢
米
厤
質
當
、
或
因
舉
債
、
預
借
［
静
嘉
堂
本
は
偕
に
作
る
］
買
所
請
錢
米
、
而
每
月
取
利
過
肆
釐
者
、
賞
錢
以
錢
主
家

財
充
。

賞
格

〈
一
〉
吿
獲
放
債
與
急
脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
及
其
家
者
、
錢
參
貫
。〈
二
〉
吿
獲
放
債
及
預
借
財
物
、
買
孤
遺
宗
室
錢
米
、
而
每
月

取
利
過
肆
釐
者
、
錢
參
拾
貫
。〈
三
〉
吿
獲
以
孤
遺
宗
室
錢
米
厤
質
當
、
并
（
闕
字
）
質
當
及
錢
主
、
錢
壹
伯
貫
。〈
四
〉
吿
獲
以
私
債
冐

作
茶
鹽
錢
、
立
約
理
索
者
、
以
沒
官
錢
物
給
伍
分
。

隨
敕
申
明
・
詐
僞

乾
衜
肆
年
伍
月
伍
日
敕
、
民
閒
舉
質
及
還
欠
負
錢
、
其
會
子
正
行
使
用
、
不
得
減
退
伯
數
。

隨
敕
申
明
・
雜
敕

淳
熙
拾
肆
年
陸
月
貳
拾
柒
日
尙
書
省
批
狀
、
刑
戶
部
看
詳
。
民
閒
、
如
甲
以
錢
壹
貫
借
與
乙
、
買
賣
經
營
、
後
來
利
息
已
及
貳
貫
以
上
者
、

緣
依
法
積
日
多
、
雖
不
得
過
壹
倍
、
卽
係
違
法
取
利
。
自
不
合
理
索
外
、
若
甲
出
錢
壹
伯
貫
、
雇
倩
乙
開
張
質
庫
營
運
、
所
收
息
錢
、
雖

過
於
本
、
其
被
雇
倩
之
人
、
係
藉
本
因
而
營
運
、
況
係
主
家
出
本
雇
人
、
或
憑
倩
開
張
質
庫
、
及
所
收
息
利
既
係
外
來
諸
色
人
將
衣
物
・

金
銀
・
匹
帛
抵
當
之
數
、
其
本
尙
在
。
比
之
徑
借
取
利
過
本
者
、
事
體
不
同
、
卽
不
合
與
私
債
一
例
定
斷
。

旁
照
法
・
職
制
敕

諸
監
臨
主
司
、
乞
取
所
監
臨
贓
伯
匹
、
命
官
奏
裁
。

旁
照
法
・
名
例
敕

諸
稱
分
者
以
拾
分
爲
卛
、
稱
釐
者
以
壹
分
爲
拾
釐
。

② 

訓 

読
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雜
勅

〈
一
〉
諸す

べ

て
財
物
を
以
て
出
舉
し
て
回
利
し
本
と
爲
す
は
、
杖
陸
十
、
威
勢
を
以
て
毆
縛
し
取
索
せ
ば
、
故
殺
罪
參
等
を
加
ふ
。〈
二
〉
諸

て
負
債
違
契
し
償
ざ
れ
ば
、
罪
止
杖
壹
伯
。〈
三
〉
諸
て
債
負
を
以
て
人
口
を
質
當
す
る
は
（
人
力
・
女
使
の
雇
契
を
虛
立
す
る
は
同
じ
）、
杖

壹
伯
、
人
は
放
逐
便
と
し
、
錢
物
は
追
せ
ず
。
情
重
き
は
奏
裁
す
。〈
四
〉
諸
て
有
利
債
負
を
以
て
畊
牛
を
折
當
せ
ば
、
杖
壹
伯
、
牛
は
主

に
還
す
。〈
五
〉
諸
て
命
官
の
舉
債
し
て
任
所
に
於
て
償
す
る
を
約
せ
ば
、
本
を
計
し
、
五
十
貫
を
過
れ
ば
徒
貳
年
（
重
疊
或
い
は
數
人
の
處

に
於
て
舉
借
せ
し
は
皆
な
通
計
す
）。
財
主
・
保
引
人
の
知
情
す
る
は
、
已
分
を
計
り
、
數
を
過
れ
ば
各
々
杖
壹
伯
。
數
外
の
財
物
は
沒
官
す
。

償
し
訖
り
て
事
發
す
れ
ば
各
々
伍
等
を
減
じ
、（
仍
ほ
追
沒
を
免
ず
）。
任
所
に
於
て
受
乞
・
借
貸
す
る
の
類
に
因
る
は
、
償
訖
す
る
も
減
ぜ

ず
。〈
六
〉
諸
て
放
債
し
兵
級
に
與
ふ
る
は
、
徒
貳
二
年
。
將
校
及
び
剩
員
若
く
は
刺
面
人
并
び
に
出
軍
の
家
口
に
與
ふ
る
は
、
杖
壹
伯
以

上
。
取
は
各
々
參
等
を
减
ず
（
放
債
し
急
脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
及
び
其
の
家
に
與
ふ
る
は
、
仍
ほ
人
に
吿
す
る
を
許
す
）。
出
軍
家
口
は
坐
せ

ず
（
放
債
の
財
物
は
追
せ
ず
）。〈
七
〉
諸
て
急
脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
の
月
糧
を
質
買
す
る
は
（
放
債
し
其
の
家
に
與
ふ
る
は
、
同
じ
）
放

債
法
に
依
る
。
財
物
は
追
せ
ず
、
並
び
に
人
に
吿
す
る
を
許
す
。〈
八
〉
諸
て
物
を
增
價
し
賖
賣
し
兵
級
に
與
ふ
る
は
、
杖
壹
伯
（
錢
物
は

理
せ
ず
）。
增
す
る
所
を
計
し
、
伍
貫
に
滿
た
ざ
れ
ば
、
放
債
法
に
依
る
。〈
九
〉
諸
て
官
物
を
賖
賣
し
兵
級
に
與
ふ
る
は
、
杖
壹
伯
（
價
錢

未
だ
納
め
ざ
れ
ば
、
賣
人
備
償
す
）。〈
一
〇
〉
諸
て
監
臨
官
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
質
當
し
放
債
す
る
に
及
ば
ば
、
徒
貳
年
（
親
戚
人
に
令
し

親
隨
人
の
放
債
を
容
る
る
が
若
き
は
、
此
れ
に
准
ず
）。
利
を
計
り
贓
重
け
れ
ば
、
乞
取
監
臨
財
物
法
に
依
る
。
在
官
の
監
臨
に
非
ざ
る
は
、
壹

等
を
減
ず
。〈
一
一
〉
諸
て
孤
遺
宗
室
の
錢
米
厤
を
以
て
質
當
す
る
は
、
徒
壹
年
。
孤
遺
自
室
に
質
當
す
る
は
壹
等
を
減
じ
、
錢
主
各
々
同

罪
を
與
ふ
（
錢
は
追
せ
ず
）。
卽あ
る
いは
放
債
及
び
預
借
財
物
に
因
り
、
請
ふ
所
の
錢
米
を
買
ひ
て
每
月
の
取
利
肆
釐
を
過
れ
ば
、
錢
主
杖
捌
拾

（
放
借
の
財
物
は
追
せ
ず
、
已
に
錢
米
を
請
へ
ば
還
主
し
）、
並
び
に
人
に
吿
す
る
を
許
す
。〈
一
二
〉
諸
て
私
債
を
以
て
茶
鹽
錢
を
冐
作
し
、
立

約
し
理
索
す
る
は
徒
貳
年
。
錢
物
は
沒
官
し
、
人
に
吿
す
る
を
許
す
。
內
、
欠
人
の
自
首
す
る
は
賞
を
給
す
る
こ
と
格
の
如
く
す
。

關
市
令
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〈
一
〉
諸
て
財
物
を
以
て
出
舉
す
る
は
、
每
月
の
取
利
は
四
釐
を
過
る
を
得
ず
。
積
日
多
き
と
雖
も
一
倍
を
過
る
を
得
ず
。
卽
ち
米
穀
を
元

借
す
る
は
、
止
だ
本
色
を
還
す
の
み
に
し
て
、
每
歲
の
取
利
は
五
分
を
過
る
を
得
ず
（
斗
每
に
五
升
を
過
る
を
得
ざ
る
の
類
を
謂
ふ
）、
仍
ほ
價

錢
を
准
折
す
る
を
得
ず
。〈
二
〉
諸
て
負
債
、
契
に
違
ひ
て
償
せ
ず
、
官
理
索
を
爲
し
、
欠
者
迯
亡
し
、
保
人
代
償
す
る
は
、
各
々
禁
に
留

む
る
を
得
ず
。
卽
ち
欠
五
年
の
外
に
在
り
、
或
い
は
違
法
に
取
利
し
及
び
賣
價
を
高
擡
し
、
元
と
穀
米
を
借
り
價
錢
に
准
折
す
る
が
若
き

は
、
各
々
受
理
す
る
を
得
ず
。
其
の
質
を
收
む
る
も
、
過
限
し
て
贖
せ
ざ
れ
ば
私
約
に
從
ふ
を
聽
す
。

賞
令

諸
て
孤
遺
宗
室
の
錢
米
曆
を
以
て
質
當
し
、
或
い
は
舉
債
に
因
り
預
借
し
、
所
請
の
錢
米
を
買
ひ
、
而
し
て
每
月
の
取
利
肆
釐
を
過
れ
ば
、

賞
錢
は
錢
主
家
の
財
を
以
て
充
つ
。

賞
格

〈
一
〉
放
債
し
、
急
脚
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
、
及
び
其
の
家
に
與
ふ
る
を
吿
獲
す
る
は
錢
參
貫
。〈
二
〉
放
債
及
び
財
物
を
預
借
し
、
孤

遺
宗
室
錢
米
を
買
ひ
、
而
し
て
每
月
取
利
過
肆
釐
を
過
る
を
吿
獲
す
る
は
、
錢
參
拾
貫
。〈
三
〉
孤
遺
宗
室
の
錢
米
曆
を
以
て
質
當
し
、
并

び
に
（
闕
字
）
質
當
及
び
錢
主
を
吿
獲
す
る
は
、
錢
壹
伯
貫
。〈
四
〉
私
債
を
以
て
茶
鹽
錢
と
冐
作
し
、
立
約
し
理
索
す
る
を
吿
獲
す
る
は
、

沒
官
錢
物
を
以
て
給
伍
分
を
給
す
。

隨
敕
申
明
（
詐
僞
敕
）

乾
衜
肆
年
伍
月
伍
日
敕
、
民
閒
の
舉
質
及
び
欠
負
錢
を
還
す
る
は
、
其
れ
會
子
は
正
に
使
用
を
行
ふ
べ
く
し
、
伯
數
を
減
退
す
る
を
得
ず
。

隨
敕
申
明
（
雜
敕
）

淳
熙
拾
肆
年
陸
月
貳
拾
柒
日
、
尙
書
省
批
狀
し
、
刑
・
戶
部
看
詳
す
。
民
閒
、
如
し
甲
錢
壹
貫
を
以
て
乙
に
借
與
し
、
買
賣
經
營
し
、
後

來
利
息
已
に
貳
貫
以
上
に
及
ば
ば
、
法
の
積
日
多
か
ら
ば
壹
倍
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
る
と
雖
も
、
卽
ち
違
法
取
利
に
係
る
に
緣よ依
る
。
不
合

の
理
索
に
自
る
の
外
は
、
若
し
甲
錢
壹
伯
貫
を
出
し
、
乙
を
雇
倩
し
質
庫
を
開
張
し
營
運
し
、
收
す
る
所
の
息
錢
は
本
よ
り
過
ぐ
る
と
雖
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も
其
の
被
雇
倩
の
人
、
本
に
藉
り
因
り
て
營
運
す
る
に
係
る
、
況
や
主
家
出
本
し
雇
人
す
る
に
係
る
を
や
。
或
い
は
憑
倩
し
て
質
庫
を
開

張
し
及
び
收
す
る
所
の
息
利
、
既
に
外
來
諸
色
人
、
衣
物
金
銀
匹
帛
將
て
抵
當
す
る
の
數
に
係
る
も
、
其
の
本
尙
ほ
在
り
。
之
れ
を
徑
借

し
取
利
過
本
な
る
に
比
ぶ
れ
ば
、
事
體
同
じ
か
ら
ず
、
卽
ち
合
に
私
債
と
一
例
に
定
斷
す
べ
か
ら
ず
。

旁
照
法
・
職
制
敕

諸
て
監
臨
主
司
、
監
臨
す
る
所
を
乞
取
す
る
は
、
贓
伯
匹
な
れ
ば
命
官
奏
裁
す
。

旁
照
法
・
名
例
敕

諸
て
分
を
稱
さ
ば
、
拾
分
を
以
て
卛
と
爲
し
、
釐
を
稱
さ
ば
、
壹
分
を
以
て
拾
釐
と
爲
す
。

③ 

語 

釈

〈
出
舉
〉
挙
は
「
取
る
」。「
出
し
て
取
る
」
は
も
と
も
と
融
資
の
意
。『
呂
氏
春
秋
』
楽
成
に
「
財
物
之
遺
者
、
民
莫
之
舉
」
と
あ
り
、
高

誘
注
に
「
舉
、
取
也
」
と
あ
る
。　
〈
回
利
爲
本
〉
複
利
を
い
う
。
上
記
慶
元
関
市
令
、
ま
た
［
仁
井
田
一
九
三
一
］
参
照
。　
〈
杖
陸
十
〉

［
川
村
一
九
九
三
］
は
決
重
杖
一
頓
処
死
の
杖
数
を
六
〇
と
解
す
る
。　
〈
人
力
・
女
使
〉
男
女
の
奉
公
人
。［
高
橋
二
〇
〇
一
］
参
照
。『
高

橋
訳
注
』（
戸
婚
門
）
六
〇
八
頁
で
は
「
女
使
」
は
女
性
の
、「
人
口
」
は
男
性
の
奉
公
人
の
こ
と
で
、
法
律
で
も
民
間
で
も
用
い
ら
れ
た
、

と
す
る
。　
〈
人
放
逐
便
〉「
逐
便
」、「
逐
便
に
放
つ
」
と
は
と
も
に
、
官
位
を
剥
奪
し
平
民
に
落
と
す
こ
と
を
意
味
す
る
官
制
用
語
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
で
の
「
人
」
は
官
人
で
あ
ろ
う
。　
〈
奏
裁
〉
上
奏
を
行
い
皇
帝
の
裁
断
を
仰
ぐ
の
意
。　
〈
舉
債
〉
債
を
取
る
こ
と
。　
〈
約
於

任
所
償
〉「
約
償
」
と
は
貸
し
出
し
、
銭
を
取
る
こ
と
。
例
え
ば
青
苗
法
で
は
、
中
熟
す
な
わ
ち
中
程
度
の
出
来
を
評
価
し
て
価
格
と
し
、

必
ず
銭
で
償
還
さ
せ
る
、
と
し
た
（『
宋
史
』
巻
三
三
一
、
張
問
伝
「
靑
苗
法
行
…
有
司
約
中
熟
爲
價
而
必
償
緡
錢

4

4

4

4

」）。
本
条
で
は
末
尾
の
受
乞
・

借
貸
と
と
も
に
、
返
済
を
受
け
る
の
が
任
地
で
あ
る
こ
と
が
、
特
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。　
〈
已
分
〉
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
、
の
こ

と
。　
〈
償
訖
〉
完
済
す
る
こ
と
。　
〈
受
乞
・
借
貸
之
類
〉
本
条
全
体
が
唐
職
制
律
「
諸
監
臨
之
官
家
人
、
於
所
部
有
受
乞
・
借
貸
・
役
使
・

賣
買
有
剩
利
之
屬
、
各
減
官
人
罪
二
等
。
官
人
知
情
與
同
罪
、
不
知
情
者
各
減
家
人
罪
五
等
」（『
唐
律
疏
義
』
一
四
六
）
の
流
れ
の
う
え
に
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あ
り
「
監
臨
官
の
家
人
」
が
こ
こ
で
は
「
命
官
」、「
所
部
」
が
「
任
所
」、「
受
乞
・
借
貸
・
役
使
・
賣
買
剩
利
有
る
の
屬
」
が
「
受
乞
・

借
貸
す
る
の
類
」
に
変
化
し
て
い
る
。　
〈
放
債
〉『
容
齋
五
筆
』
巻
六
「
俗
語
放
錢
」
に
「
今
人
の
本
錢
を
出
し
以
て
規
利
し
入
す
る
。
俗

語
に
之
れ
を
放
債
と
謂
ふ
」
と
あ
り
。
唐
律
に
は
用
い
ら
れ
な
い
用
語
。
南
宋
中
期
す
で
に
放
債
に
よ
る
兵
へ
の
貸
し
付
け
が
取
り
締
ま

ら
れ
た
（『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
二
‒
一
二
三
「
禁
約
」、
淳
熙
一
六
年
二
月
四
日
「
登
極
赦
、
私
放
軍
債
及
質
買

4

4

4

4

4

4

4

所4

鎋4

請4

給
賞
賜

4

4

4

、
前
後
約
束
甚
嚴
…
訪

聞
諸
軍
回
易
市
帛
等
物
、
賒
與
官
兵
、
重
搭
息
錢
、
却
於
請
給
內
過
數
除
剋
…
」）。　
〈
兵
級
〉
宋
代
史
料
で
は
「
兵
級
」
で
熟
し
て
い
る
の
で
、

「
兵
・
級
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
。『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
五
二
、
公
吏
門
命
令
勅
に
「
諸
稱
公
人
者
、
謂
前
專
副
・
庫
・
稱
・
掐
子
（
稱

子
、
秤
子
を
指
す
）・
杖
直
・
獄
子
・
兵
級
之
類
」
と
あ
る
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
公
人
（
胥
吏
を
「
公
人
」「
吏
人
」「
公
吏
」

と
称
し
た
）
の
解
説
と
し
て
［
周
藤
一
九
六
二
］［
梅
原
一
九
八
五
］
五
〇
三
～
五
〇
四
頁
、「
宋
史
刑
法
志
訳
注
（
上
）」
な
ど
が
こ
れ
を

参
照
し
て
い
る
。　
〈
將
校
〉
兵
卒
の
上
官
。　
〈
急
脚
・
馬
遞
鋪
・
兵
級
・
曹
司
〉
文
書
の
伝
送
制
度
の
要
員
。
こ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
つ

い
て
は
、［
曹
二
〇
〇
六
］
四
八
～
五
〇
頁
等
。　
〈
出
軍
家
口
〉
兵
を
出
し
残
さ
れ
た
家
の
人
。　
〈
放
債
法
〉
雑
勅
七
・
雑
勅
八
に
見
え
る

が
、
放
債
の
罰
則
内
容
を
定
め
た
法
律
条
文
は
雑
勅
一
〇
以
外
に
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
二
七
‒
五
紹
興
三
〇
年
五
月
一
二
日
条
に
「
在

法
、
監
臨
官
司
放
債
者
、
徒
二
年
。
監
臨
之
官
受
所
監
臨
財
物
八
匹
、
徒
一
年
、
八
匹
、
加
一
等
、
五
十
匹
、
流
二
千
里
。
乞
取
加
一
等
、

彊
乞
取
者
、
准
枉
法
論
」
も
あ
る
。
こ
の
「
監
臨
官
が
放
債
す
れ
ば
徒
貳
年
」
と
い
う
内
容
が
「
放
債
法
」
の
核
心
で
あ
る
。　
〈
賖
賣
〉

掛
け
売
り
。
賖
は
売
買
の
あ
と
支
払
い
を
遅
ら
す
こ
と
。『
作
邑
自
箴
』
巻
八
「
牙
人
付
身
牌
約
束
」「
一
、
不
得
高
擡
價
例
、
賖
賣
物
貨
、

拖
延
留
滯
客
旅
、
如
是
自
來
體
例
賖
作
限
錢
者
、
須
分
明
立
約
、
多
召
壯
保
、
不
管
引
惹
詞
訟
」
と
あ
る
。　
〈
監
臨
官
〉
唐
律
か
ら
多
く

見
ら
れ
る
用
語
で
、
管
轄
内
の
官
吏
・
官
物
を
管
理
す
る
責
任
を
有
す
る
、
官
品
の
あ
る
州
県
官
以
上
の
者
を
指
す
。『
吏
学
指
南
』「
統

属
」
に
は
「
統
攝
案
驗
、
謂
之
監
臨
」
と
あ
る
。「
監
臨
」
は
彼
ら
が
そ
の
責
を
以
て
監
督
す
る
こ
と
。　
〈
親
隨
人
〉
官
僚
の
警
護
や
指
令

の
実
施
に
従
事
す
る
随
員
の
こ
と
。　
〈
乞
取
監
臨
財
物
法
〉
唐
職
制
律
に
す
で
に
「
諸
貸
所
監
臨
財
物
者
、
坐
贓
論
。
若
賣
買
有
剩
利
者
、

計
利
、
以
乞
取
監
臨
財
物
論
」
云
々
と
あ
る
が
、
右
記
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
二
七
‒
五
紹
興
三
〇
年
五
月
一
二
日
条
で
は
さ
ら
に
「
受
」
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「
乞
取
」「
彊
乞
取
（
強
乞
取
）」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
罰
則
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
後
述
の
旁
照
法
に
は
一
〇
〇
匹
で
命
官
奏
裁
と
あ
る
。　

〈
孤
遺
宗
室
〉「
孤
遺
宗
子
、
州
縣
に
散
居
せ
る
は
、
錢
米
を
支
請
す
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
六
‒
四
紹
興
三
年
八
月
二
九
日
）
と
、
本
人
の

死
後
残
さ
れ
た
各
地
の
宗
室
に
銭
米
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
「
諸
以
孤

4

4

4

遺4

宗
室
錢
米
曆
質
當
者
徒
一
年

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
孤
遺
自
質
當
者
減
一
等
。
錢
主

各
與
同
罪
、
其
錢
不
追
。
卽
因4

舉4

債
及
預
借
錢
物
買

4

4

4

4

4

4

4

所
請
4

4

錢
米
4

4

、
而
每
月
取
利
過
四
釐
者
。
錢
主
杖
八
十
、
舉
借
錢
物
不
追
、
已
請
錢
米

還
主
、
許
人
吿
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
五
‒
一
八
崇
寧
二
年
二
月
三
日
）
と
彼
等
に
支
給
さ
れ
た
銭
米
暦
を
質
草
に
し
た
融
資
を
禁
じ
る
規

定
も
あ
っ
た
。　
〈
錢
米
曆
〉
銭
米
暦
子
の
こ
と
。
暦
子
と
は
官
僚
的
な
記
録
、
証
明
書
。
慶
元
五
年
一
二
月
一
二
日
広
東
提
刑
陳
曄
の
言

に
、「
錢
米
曆
子
を
官
置
し
、
各
家
に
付
し
收
掌
せ
し
め
、
預
借
す
る
を
許
さ
ざ
れ
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
六
〇
‒
一
「
居
養
院
」
同
日
条
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
元
当
時
は
そ
の
預
借
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
支
給
証
明
書
。　
〈
預
借
〉
租
税
の
前
借
り
、
あ
る

い
は
広
く
先
ん
じ
て
取
り
立
て
る
こ
と
。　
〈
請
錢
米
〉
宗
室
や
、
敵
か
ら
宋
朝
に
つ
い
た
帰
正
人
に
支
給
さ
れ
る
銭
米
の
こ
と
。「
所
請
銭

米
」
を
、
単
に
「
請
銭
米
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
六
‒
四
紹
興
三
年
八
月
二
九
日
等
）。　
〈
茶
鹽
錢
〉
北
宋
末
に
は
両
税

と
な
ら
ぶ
専
売
税
の
一
種
。［
梁
二
〇
一
四
］
二
七
〇
頁
に
詳
し
い
。
南
宋
に
は
各
所
で
徴
収
さ
れ
る
雑
税
と
化
し
た
。　
〈
欠
人
〉
茶
塩
銭

を
未
納
の
ま
ま
に
し
た
者
。　
〈
積
日
雖
多
、
不
得
過
壹
倍
〉
申
明
で
は
「
積
日
多
、
雖
不
得
過
壹
倍
」
と
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に

読
ん
だ
が
、
意
味
か
ら
し
て
雑
敕
本
文
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。　
〈
官
爲
理
索
〉「
理
索
欠
負
」
つ
ま
り
借
金
の
取
り
立
て
を
官
が
行
う
こ
と
。

　
〈
伯
數
〉
貫
伯
（
税
銭
の
額
）
の
数
の
意
。［
柳
田
一
九
九
五
］
八
五
頁
に
は
貫
伯
が
各
地
の
慣
習
に
も
と
づ
い
て
運
用
さ
れ
て
い
た
事
を

伝
え
る
。
民
間
で
会
子
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
本
条
で
は
そ
の
数
の
減
退
を
禁
じ
て
い
る
。　
〈
雇
倩
〉
雇
う
こ
と
、
雇
わ
れ
た
人
。

④ 

和 

訳

雑
勅

〈
一
〉
お
よ
そ
、
財
物
に
よ
っ
て
貸
し
付
け
複
利
を
取
れ
ば
杖
六
十
。
威
力
に
よ
っ
て
殴
り
縛
り
、
取
り
立
て
れ
ば
、
故
殺
罪
三
等
を
加
え

る
。　
〈
二
〉
お
よ
そ
、
契
約
に
違
反
し
て
負
債
を
返
済
し
な
け
れ
ば
、
罪
は
杖
一
百
に
と
ど
め
る
。　
〈
三
〉
お
よ
そ
負
債
に
よ
っ
て
、
人



26



を
質
に
取
る
（
人
力
・
女
使
の
虚
偽
の
雇
用
契
約
を
結
ぶ
の
も
同
じ
）
は
杖
一
百
、
人
〔
貸
し
主
が
官
員
で
あ
る
場
合
〕
は
官
位
を
剥
奪
し
、
負

債
は
没
収
せ
ず
、
悪
質
な
場
合
は
奏
裁
す
る
。　
〈
四
〉
お
よ
そ
有
利
子
負
債
に
耕
牛
を
引
き
当
て
て
質
に
し
た
場
合
は
、
杖
一
百
、
牛
は

主
に
還
す
。　
〈
五
〉
お
よ
そ
、
官
員
が
任
地
に
お
い
て
返
済
す
る
約
束
で
借
金
す
る
場
合
に
は
、
借
金
が
計
五
〇
貫
を
過
ぎ
れ
ば
徒
二
年

（
一
人
の
官
員
が
同
じ
人
か
ら
何
度
も
借
り
た
り
、
複
数
の
人
か
ら
借
り
た
り
し
て
い
る
場
合
は
、
通
計
す
る
）。
貸
主
、
仲
介
人
の
、
事
情
を
知
る
も

の
は
、
料
定
さ
れ
て
い
た
金
額
を
計
算
し
、
金
額
が
〔
五
〇
貫
を
〕
超
過
し
て
い
れ
ば
杖
一
百
、〔
五
〇
貫
を
〕
超
え
る
分
は
没
収
す
る
。

す
で
に
返
済
し
て
か
ら
発
覚
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
等
を
減
ず
（
そ
れ
以
上
の
没
官
は
し
な
い
）。
任
地
で
受
乞
・
借
貸
し
た
場
合
は
、

完
済
し
た
と
し
て
も
、
減
じ
な
い
。　
〈
六
〉
お
よ
そ
兵
士
に
貸
し
付
け
れ
ば
、
徒
二
年
。
将
校
、
剰
員
、
刺
面
の
人
、
出
兵
の
家
人
に
貸

し
付
け
れ
ば
、
杖
一
百
以
上
。
借
り
た
側
は
、
各
の
三
等
を
減
ず
る
。（
急
脚
・
馬
逓
鋪
・
兵
級
・
曹
司
及
び
其
の
家
に
貸
し
付
け
れ
ば
、
さ
ら
に

人
々
に
告
発
さ
せ
）
出
兵
の
家
人
は
罪
を
問
わ
れ
な
い
（
財
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
い
）。　
〈
七
〉
お
よ
そ
、
急
脚
馬
逓
鋪
・
兵
級
・
曹
司

の
月
給
を
質
取
り
す
れ
ば
（
そ
の
家
の
者
に
貸
し
付
け
れ
ば
）、
放
債
法
を
適
用
し
、
財
物
は
取
り
上
げ
ず
、
ま
た
人
々
に
告
発
さ
せ
る
。　

〈
八
〉
お
よ
そ
、
物
を
ふ
っ
か
け
て
兵
級
に
掛
け
売
り
す
れ
ば
杖
一
百
。（
銭
物
は
沙
汰
せ
ず
）
ふ
っ
か
け
た
分
を
計
算
し
て
五
貫
以
下
な
ら
、

放
債
法
を
適
用
す
る
。　
〈
九
〉
お
よ
そ
、
官
物
を
兵
級
に
掛
け
売
り
す
れ
ば
杖
一
百
（
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
売
り
主
が
〔
官
に

対
し
〕
賠
償
す
る
）。　
〈
一
〇
〉
お
よ
そ
監
臨
官
が
管
理
す
る
財
物
を
質
出
し
、
あ
る
い
は
貸
し
付
け
す
れ
ば
、
徒
二
年
（
親
戚
に
命
令
し
、
親

隨
人
の
放
債
を
許
せ
ば
こ
れ
に
准
ず
る
）。
利
を
計
り
贓
が
重
け
れ
ば
、
乞
取
監
臨
財
物
法
に
依
る
。
在
官
の
監
臨
で
な
い
も
の
は
、
一
等
を

減
ず
る
。　
〈
一
一
〉
お
よ
そ
孤
遺
宗
室
の
銭
米
を
質
と
し
て
貸
し
出
し
た
場
合
に
は
、
徒
一
年
。
孤
遺
が
自
ら
質
に
出
し
た
場
合
は
、
一

等
を
減
じ
、
金
の
貸
し
主
は
同
罪
と
し
、
借
金
は
返
済
し
な
く
て
よ
い
。
銭
主
に
は
み
な
同
罪
を
与
え
（
借
金
は
追
徴
し
な
い
）。
あ
る
い
は

放
債
ま
た
は
及
預
借
財
物
の
預
借
を
利
用
し
て
、〔
宗
室
な
ど
が
〕
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
銭
米
を
か
た
に
貸
し
付
け
し
、
実
際
に
支

給
さ
れ
た
銭
米
は
貸
主
が
取
る
が
、
そ
の
場
合
の
毎
月
の
利
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
れ
ば
貸
し
手
は
杖
八
十
（
放
借
の
財
物
は
返
済
に

及
ば
ず
、
已
に
請
し
た
銭
米
は
当
人
に
還
し
）、
み
な
人
に
告
す
る
を
許
す
。　
〈
一
二
〉
お
よ
そ
私
債
で
あ
る
の
に
茶
塩
銭
と
し
て
契
約
を
た
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て
て
取
り
立
て
を
す
れ
ば
徒
二
年
、
銭
物
は
没
官
し
、
人
々
に
告
発
さ
せ
る
。
そ
の
な
か
で
も
欠
人
が
自
首
す
れ
ば
〔
賞
〕
格
に
従
っ
て

賞
を
給
す
る
。

関
市
令

〈
一
〉
お
よ
そ
財
物
に
よ
っ
て
出
挙
す
る
場
合
、
月
利
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
過
ぎ
て
は
な
ら
ぬ
。
最
終
的
に
〔
利
息
が
元
本
を
〕
過
ぎ
て
は

な
ら
ぬ
。
ま
た
米
穀
を
借
り
る
場
合
の
返
済
は
米
穀
に
限
り
、
年
利
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
過
ぎ
て
は
な
ら
ぬ
（
一
斗
に
対
し
て
利
子
が
五

升
を
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
）。
な
お
現
金
に
換
算
し
返
済
す
る
こ
と
は
な
ら
ぬ
。　
〈
二
〉
お
よ
そ
負
債
で
、
契
約
に
違
反
し
て
返
済
し

な
け
れ
ば
、
官
が
強
制
取
り
立
て
を
行
う
。
債
務
者
が
逃
亡
し
、
保
証
人
が
弁
済
す
る
場
合
、
各
人
を
拘
禁
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
返

済
停
滞
が
五
年
以
上
で
あ
っ
た
り
、
違
法
利
率
で
あ
っ
た
り
、
価
格
の
評
価
を
後
か
ら
つ
り
上
げ
た
り
し
て
も
、
貸
借
し
た
穀
物
を
金
銭

に
換
算
し
て
弁
済
し
よ
う
と
し
た
場
合
は
、
受
理
し
な
い
。
質
草
を
取
っ
て
お
り
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
返
済
さ
れ
な
い
場
合
は
、
当
事
者

同
士
の
契
約
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

賞
令

お
よ
そ
孤
遺
宗
室
の
銭
米
暦
を
質
草
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
借
金
の
際
、
金
銭
を
貸
し
出
し
て
請
求
し
た
銭
米
を
質
入
れ
さ
せ
て
金
銭
を

貸
し
出
し
た
場
合
、
毎
月
の
利
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
れ
ば
、〔
告
発
人
へ
の
〕
賞
金
に
は
、
貸
し
出
し
主
の
家
財
を
充
て
る
。

賞
格

〈
一
〉
貸
し
出
し
を
し
、
急
脚
・
馬
逓
鋪
・
兵
級
・
曹
司
ま
た
は
そ
の
家
族
に
与
え
た
の
を
告
発
あ
る
い
は
捕
獲
し
た
者
に
は
銭
三
貫
。〈
二
〉

孤
遺
宗
室
銭
米
を
カ
タ
に
し
て
銭
あ
る
い
は
財
物
を
貸
付
け
、
利
率
が
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
過
ぎ
た
の
を
告
発
あ
る
い
は
捕
獲
し
た
者
に

は
銭
三
貫
。　
〈
三
〉
孤
遺
宗
室
の
銭
米
暦
を
質
に
取
っ
て
貸
し
付
け
を
し
、
并
び
に
（
闕
字
）
質
当
、
及
び
貸
し
主
を
告
発
・
捕
獲
し
た

も
の
に
は
、
銭
一
〇
〇
貫
。　
〈
四
〉
お
よ
そ
私
債
で
あ
る
の
に
茶
塩
銭
と
し
て
契
約
を
た
て
て
取
り
立
て
を
す
れ
ば
没
官
し
た
銭
物
を
〔
賞

に
充
て
〕
五
割
を
給
す
る
。
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随
勅
申
明
・
詐
偽
勅

乾
道
四
年
五
月
五
日
の
敕
。
民
間
の
貸
し
付
け
お
よ
び
債
務
返
済
の
額
で
、
そ
の
会
子
は
額
面
通
り
使
用
し
、
貨
幣
換
算
の
額
を
減
じ
る

べ
き
で
は
な
い
。

随
敕
申
明
・
雑
勅

淳
熙
一
四
年
六
月
二
七
日
、
尚
書
省
の
批
状
に
よ
れ
ば
、
刑
・
戸
部
が
以
下
の
よ
う
に
看
詳
し
て
い
る
。
民
間
で
も
し
甲
家
が
銭
一
貫
を

出
し
て
乙
家
に
貸
し
出
し
、〔
乙
家
が
貸
金
業
で
は
な
く
普
通
に
〕
運
用
し
、
後
に
利
息
が
二
貫
以
上
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
時
間
が
経
っ

て
も
利
が
二
倍
以
上
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
律
に
よ
り
、
利
子
の
違
法
取
り
立
て
と
な
っ
て
し
ま
う
。
不
当
に
無
理
に
徴
収
す

る
場
合
以
外
は
、
も
し
甲
家
が
銭
一
〇
〇
貫
を
乙
家
に
出
資
し
〔
乙
家
が
〕
質
屋
を
開
い
て
営
業
し
た
場
合
、
生
ま
れ
た
利
息
が
元
本
を

過
ぎ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
雇
わ
れ
た
人
〔
乙
〕
が
元
本
を
本
に
し
て
運
転
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
外
部
の
様
々
な
人
が
衣
類
や

金
帛
を
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
で
収
益
し
た
額
で
、
加
え
て
元
本
が
な
お
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
、〔
通
常
の
〕
金
銭
を
田
貸
し

付
け
で
利
息
が
元
本
を
超
過
す
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
事
態
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
債
と
同
じ
く
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
〔
質

屋
で
運
用
す
る
場
合
は
、
利
子
が
元
金
を
超
え
て
も
、
一
般
の
借
金
と
異
な
る
の
で
、
違
法
取
利
に
は
な
ら
な
い
〕。

旁
照
法
・
職
制
勅

お
よ
そ
監
臨
主
司
、
管
理
し
て
い
る
も
の
を
無
理
に
取
れ
ば
、
贓
一
〇
〇
匹
に
な
れ
ば
官
に
命
じ
て
奏
裁
す
る
。

旁
照
法
・
名
例
勅

お
よ
そ
分
は
十
分
の
一
と
い
う
率
で
あ
り
、
釐
は
、
一
分
を
一
〇
釐
と
す
る
。

【
解
説
】

　
「
一　

判
語
」
で
紹
介
し
た
『
清
明
集
』
の
胡
頴
に
よ
る
事
例
で
は
、
ま
ず
李
家
が
払
っ
た
利
息
を
計
算
し
、「
以
財
物
出
舉
、
而
回
利
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爲
本
者
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
事
実
認
定
す
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
『
慶
元
条
法
事
類
』
の
雑
勅
〈
一
〉
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
次

に
『
清
明
集
』
で
下
級
審
で
あ
る
知
県
が
「
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
之
法
」
に
抵
触
す
る
と
判
断
し
た
際
の
「
法
」
と
は
、
直
接
的
に

は
本
項
『
慶
元
条
法
事
類
』
関
市
令
〈
一
〉
の
「
諸
以
財
物
出
舉
者
、
每
月
取
利
不
得
過
肆
釐
。
積
日
雖
多
、
不
得
過
壹
倍
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
雑
勅
〈
一
〉
と
関
市
令
〈
一
〉
は
、
唐
の
雑
令
に
お
い
て
は
実
は
同
一
条
文
で
、
し
か
も
別
種
の
令
に
含
ま
れ
て
い
た
。

『
宋
刑
統
』
巻
二
六
「
受
寄
財
物
輒
費
用　

公
私
債
負
」
に
は
、（
唐
）
雑
令
と
し
て

諸
公
私
以
財
物
出

4

4

4

4

4

4

4

舉4

者4

、
任
依
私
契
、
官
不
爲
理
。
每
月
取
利
、
不
得
過
六
分
。
積
日
雖
多
、
不
得

4

4

4

4

4

4

過4

一
倍
4

4

。
若
官
物
及
公
廨
、
本

利
停
訖
、
每
計
過
五
十
日
不
送
盡
者
、
餘
本
生
利
如
初
、
不
得
更
過
一
倍
。
家
資
盡
者
、
役
身
折
酬
。
役
通
取
戶
內
男
口
、
又
不
得

4

4

回
利
爲

4

4

4

本4

（
其
放
財
物
爲
粟
麥
者
、
亦
不
得
回
利
爲
本
及
過
一
倍
）。
若
違
法
積
利
、
契
外
掣
奪
及
非
出
息
之
債
者
、
官
爲
理
。
收
質
者
、

非
對
物
主
不
得
輒
賣
。
若
計
利
過
本
不
贖
、
聽
吿
市
司
對
賣
、
有
剩
還
之
。
如
負
債
者
迯
、
保
人
代
償
。

と
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
を
天
聖
令
の
な
か
に
見
て
み
る
と
、
や
は
り
天
聖
雑
令
（『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
』
上
、
三
四
〇
頁
）
に
、

諸
以
財
物
出

4

4

4

4

4

舉4

者4

、
任
依
私
契
、
官
不
爲
理
。
每
月
取
利
不
得
過
六
分
。
積
日
雖
多
、
不
得

4

4

4

4

4

4

過4

一
倍
4

4

、
亦
不
得
迴
利
爲
本

4

4

4

4

4

4

（
其
放
物
者

準
此
）。
若
違
法
責
利
、
契
外
摯
奪
、
及
非
出
息
之
債
者
、
官
爲
理
斷
。
收
質
者
若
計
利
過
本
不
贖
、
聽
從
私
納
。
如
負
債
者
迯
、
保

人
代
償
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
慶
元
条
法
事
類
』
に
お
い
て
「
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
」
部
分
は
関
市
令
に
、「
不
得
回
利
爲
本
」
部
分
は
雑

勅
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

胡
頴
が
「
初
非
以
財
物
出
舉
、
而
回
利
爲
本
者
」
と
い
い
、
そ
し
て
「
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
之
法
」
で
あ
る
か
を
論
じ
た
と
き
に
、

そ
の
思
考
内
に
は
慶
元
関
市
令
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
存
在
し
た
雑
令
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
は

分
か
ら
な
い
が
、
南
宋
判
語
が
現
存
す
る
直
近
の
勅
令
格
式
に
従
わ
ず
に
古
い
律
令
を
引
く
こ
と
は
な
い
か
ら
、
直
接
的
に
は
古
い
雑
令

で
は
な
く
、
や
は
り
慶
元
雑
勅
、
慶
元
関
市
令
を
引
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
『
慶
元
条
法
事
類
』
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
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我
々
は
慶
元
雑
勅
、
慶
元
関
市
令
の
存
在
を
知
り
得
ず
、
胡
頴
が
引
い
た
の
が
古
い
雑
令
だ
と
予
想
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
や

は
り
条
文
そ
の
も
の
を
列
挙
す
る
『
慶
元
条
法
事
類
』
は
貴
重
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、『
事
林
広
記
』
に
引
か
れ
る
「
至
元
雑
令
」「
典
質
財
物
」
に
は
、

諸
以
財
物
出

4

4

4

4

4

舉4

者
、
每
月
取
利
不
得

4

4

4

4

4

4

4

過4

三
分
4

4

、
積
日
雖
多
、
不
得

4

4

4

4

4

4

過4

一
倍
4

4

、
亦
不
得
回
利
爲

4

4

4

4

4

利
本
及
立
倍
契
。
若
欠
戶
全
迯
、
保
人

自
用
代
償
。

と
あ
っ
て
、
金
制
を
継
い
だ
元
初
に
も
ま
た
、
唐
雑
令
に
近
い
雑
令
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
南
宋
の
勅
令
が
唐
・

北
宋
前
半
・
元
の
令
と
は
相
当
違
っ
た
内
容
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
仁
井
田
陞
は
、
開
元
二
五
年
雑
令
の
復
元
に
あ
た
っ
て
『
宋

刑
統
』、『
慶
元
条
法
事
類
』、「
至
元
雑
令
」
す
べ
て
を
参
照
し
て
い
る
（『
唐
令
拾
遺
』
七
八
九
頁
）。

　

次
に
上
記
判
語
で
胡
頴
が
「
淳
熙
十
四
年
申
明
之
勅
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
明
確
に
こ
の
『
慶
元
条
法
事
類
』
中
の
随
勅
申

明
「
淳
熙
拾
肆
年
陸
月
貳
拾
柒
日
尙
書
省
批
狀
、
刑
戶
部
看
詳
」
を
指
し
、
そ
れ
以
外
に
は
な
い
。
胡
頴
は
事
実
認
定
と
し
て
雑
勅
を
用

い
、
知
県
と
胡
頴
で
当
該
事
案
に
適
用
す
る
か
否
か
見
解
が
分
か
れ
た
本
事
案
の
関
連
諸
法
の
核
心
は
利
子
総
額
が
元
本
を
超
え
て
は
な

ら
ぬ
と
い
う
慶
元
関
市
令
で
あ
る
が
、
胡
頴
が
知
県
の
判
決
を
覆
す
の
に
用
い
た
の
が
、
雑
勅
に
関
す
る
淳
熙
十
四
年
申
明
で
あ
っ
た
。
当

該
事
案
に
お
い
て
、
知
県
の
判
断
は
慶
元
関
市
令
の
み
、
あ
る
い
は
極
論
す
れ
ば
唐
～
北
宋
の
雑
令
の
み
に
も
と
づ
い
た
の
だ
が
、
胡
頴

は
そ
の
知
県
に
、
慶
元
雑
勅
の
申
明
を
突
き
つ
け
て
判
決
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
利
子
総
額
に
つ
い
て
、
養
老
令
雑
令
に
見
ら
れ

る
永
徽
令
で
は
「
雖
過
四
百
八
十
日 

不
得
過
一
倍
」
と
、
期
限
が
区
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
唐
開
元
・
北
宋
天
聖
・
元
の
雑
令
、
お
よ

び
南
宋
の
関
市
令
・
雑
勅
申
明
で
は
「
積
日
雖
多
不
得
過
一
倍
」
と
な
っ
て
い
る
。
元
以
降
に
は
そ
の
原
則
が
「
一
本
一
利
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（［
安
部
一
九
七
二
］
一
〇
七
頁
、［
岡
本
一
九
七
六
］
一
五
四
頁
）。
さ
ら
に
近
代
の
調
査
で
は
「
子
不
過
母
」「
止
利
還
本
」

な
ど
こ
の
一
本
一
利
に
つ
い
て
の
地
域
に
よ
る
呼
称
の
差
異
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
Ⅱ
一
九
九
、
二
二
六
頁
、
Ⅲ

三
二
〇
頁
、
Ⅳ
二
二
五
、
二
六
二
頁
、
Ⅴ
二
六
四
、
二
六
五
、
五
八
七
頁
）。
加
え
て
朝
鮮
で
も
子
母
停
息
法
と
し
て
こ
れ
と
同
じ
原
則
が
あ
っ
た
。
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永
徽
、
開
元
、
天
聖
、
至
元
の
雑
令
、
慶
元
の
関
市
令
は
、
こ
の
東
ア
ジ
ア
に
相
当
程
度
普
遍
的
で
あ
っ
た
利
子
上
限
の
考
え
を
法
律
化

し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

な
お
、
宋
代
法
全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
淵
源
を
唐
の
律
令
に
持
つ
法
条
は
多
く
、
唐
律
・
唐
令
研
究
（
代
表
的
な
も
の
と
し
て

［
滋
賀
一
九
五
八
～
六
四
］、［
律
令
研
究
会
一
九
七
五
］、［
仁
井
田
一
九
三
三
］
な
ど
）
が
宋
代
法
制
史
料
読
解
に
お
い
て
も
基
礎
と
な
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

【
書
式
】

　

本
文
は
一
条
で
改
行
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
で
条
文
ご
と
に
〈
一
〉〈
二
〉
以
下
の
番
号
を
振
っ
た
。『
慶
元
条
法
事
類
』

を
通
じ
て
各
門
の
各
項
目
と
も
、
ま
ず
そ
の
項
目
に
関
す
る
勅
令
格
式
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
勅
は
雑
勅
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
随
勅
申
明
」
の
項
目
に
は
、
通
常
「
職
制
」「
厩
庫
」「
名
例
」
な
ど
、
勅
の
名
ご
と
に
申
明
が
分
類
さ
れ
る
が
「
雑
勅
」
の
み

は
「
雑
」
で
は
な
く
二
文
字
で
「
雑
勅
」
と
記
さ
れ
る
。

　

旁
照
法
は
、
参
考
と
す
べ
き
法
令
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
主
と
し
て
勅
が
多
い
。
字
体
と
し
て
静
嘉
堂
本
は
暦
は
厤
、
得
は
淂
な
ど
の
筆

写
体
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
通
常
の
字
体
に
揃
え
た
。
ま
た
〝
竝
〟
は
〝
並
〟
と
し
、〝
并
〟
は
そ
の
ま
ま
〝
并
〟
と
し
た

が
、
戴
建
国
点
校
本
で
は
同
字
と
見
て
区
別
せ
ず
に
〝
並
〟
と
し
て
あ
る
こ
と
が
あ
る
。「
壹
」、「
貳
」、「
參
」
…
を
「
一
」、「
二
」、「
三
」

…
と
直
し
て
も
よ
い
が
、
本
稿
で
は
原
文
を
伝
え
る
べ
く
そ
の
ま
ま
、「
壹
」、「
貳
」、「
參
」
…
と
残
し
て
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

安
部
健
夫
『
元
代
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
二
年
）

稲
田
奈
津
子
「
慶
元
条
法
事
類
と
天
聖
令

―
唐
令
復
原
の
新
た
な
可
能
性
に
向
け
て

―
」（
大
津
透
編
『
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
』
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山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
所
収
）

稲
田
奈
津
子
「
北
宋
天
聖
令
に
よ
る
唐
喪
葬
令
復
元
研
究
の
再
検
討

―
条
文
排
列
を
中
心
に

―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

一
八
号
、
二
〇
〇
八
年
）

梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
）

岡
本
敬
二
『
通
制
条
格
の
研
究
訳
注
』
三
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）

川
村
康
「
宋
代
杖
殺
考
」（
東
京
大
学
『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
二
〇
冊
、
一
九
九
三
年
）

川
村
康
「
宋
令
変
容
考
」（『
法
と
政
治
』
六
二
巻
一
号
下
、
二
〇
一
一
年
）

滋
賀
秀
三
「
訳
註
唐
律
疏
議
」（
一
）
～
（
五
）（『
国
家
学
会
雑
誌
』
七
二
巻
一
号
、
七
三
巻
三
号
、
七
三
巻
三
・
四
号
、
七
四
巻
三
・
四
号
、
七
八

巻
一
・
二
号
、
一
九
五
八
～
六
四
年
）

周
藤
吉
之
『
宋
代
経
済
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）

曹
家
齊
『
宋
史
研
究
叢
稿
』（
台
北
、
新
文
豐
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）

戴
建
国
「
点
校
説
明
」
楊
一
凡
・
田
濤
主
編
『
慶
元
条
法
事
類
』（
哈
爾
濱
、
黒
竜
江
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

高
橋
芳
郎
「
部
曲
・
客
女
か
ら
人
力
・
女
使
へ

―
唐
宋
間
身
分
編
成
原
理
の
転
換

―
」（
菊
池
英
夫
『
変
革
期
ア
ジ
ア
の
法
と
経
済
』
科
研

報
告
書
、
一
九
八
三
年
、
の
ち
高
橋
芳
郎
『
宋
︲
清
身
分
法
の
研
究
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）

「
中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
」
研
究
班
「
宋
史
刑
法
志
訳
注
（
上
）」（『
東
方
学
報
』
京
都
六
四
冊
、
一
九
九
二
年
）

中
国
農
村
慣
行
調
査
刊
行
会
編
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）

趙
晶
「
慶
元
令
条
文
来
源
考

―
以
河
渠
令
和
駅
令
為
例

―
」（『
中
国
史
研
究
』（
中
国
史
学
会
）
八
〇
、
二
〇
一
〇
年
）

趙
晶
「
唐
宋
《
倉
庫
令
》
比
較
研
究
」（『
中
国
経
済
史
研
究
』
二
〇
一
四
年
二
期
）

趙
晶
「
試
論
宋
代
法
律
体
系
的
多
元
結
構

―
以
宋
令
為
例

―
」（『
史
林
』
二
〇
一
七
年
四
期
）
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天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
課
題
組
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
證

―
附
唐
令
復
原
研
究

―
』
上
・

下
（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）

仁
井
田
陞
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
債
権
の
担
保
」（『
史
学
雑
誌
』
四
二
編
一
〇
号
、
一
九
三
一
年
、
の
ち
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究
』〔
土
地

法
・
取
引
法
〕
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
所
収
）

仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』（
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
一
九
三
三
年
）

柳
田
節
子
『
宋
元
社
会
経
済
史
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）

律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』（
唐
律
疏
議
訳
註
篇
）
上
・
下
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
。
二
〇
〇
八
～
二
〇
〇
九
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
は
未

見
）

梁
庚
堯
『
南
宋
塩
榷

―
食
塩
産
銷
与
政
府
控
制

―
』（
台
北
、
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
四
年
）

三
　
会

要

【
解
題
】

　
『
宋
会
要
輯
稿
』
は
、
基
本
的
に
は
宋
初
か
ら
南
宋
嘉
定
頃
ま
で
の
出
来
事
を
記
し
た
会
要
で
あ
る
。
宋
代
の
会
要
は
『
永
楽
大
典
』
を

通
じ
て
残
さ
れ
、
清
代
に
『
唐
会
要
』
を
編
纂
す
る
と
い
う
名
目
の
も
と
に
徐
松
が
採
録
し
た
の
が
こ
の
『
宋
会
要
輯
稿
』
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
『
宋
会
要
』
と
は
、
南
北
宋
の
各
種
会
要
を
指
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
徐
松
の
『
宋
会
要
輯
稿
』
は
略
記
す
る
の
で
あ
れ
ば
『
宋
会

要
』
で
は
な
く
、
本
来
は
『
輯
稿
』
と
で
も
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
明
末
清
初
に
は
す
で
に
激
減
し
て
い
た
『
永
楽
大
典
』
自
体
の
伝
来

に
不
明
な
点
が
多
く
、『
宋
会
要
輯
稿
』
も
ま
た
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
会
要
な
ど
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
北
宋
の
慶

暦
、
元
豊
、
政
和
、
南
宋
の
乾
道
、
淳
煕
、
嘉
泰
、
慶
元
、
嘉
定
な
ど
の
年
号
を
付
し
た
当
時
の
会
要
の
名
が
『
宋
会
要
輯
稿
』
各
所
に
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見
ら
れ
る
が
、
そ
の
相
互
関
係
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
近
年
の
研
究
で
は
乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）
末
を
境
と
し
て
、『
五
朝
会
要
』、『
続

国
朝
会
要
』、『
中
興
会
要
』、『
淳
煕
会
要
』
の
一
部
が
併
わ
さ
っ
て
太
祖
か
ら
乾
道
九
年
ま
で
を
カ
バ
ー
し
た
部
分
と
、『
淳
煕
会
要
』
の

一
部
、『
光
宗
会
要
』、『
寧
宗
会
要
』
が
併
さ
っ
て
そ
れ
よ
り
の
ち
を
カ
バ
ー
し
た
部
分
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（［
陳
一
九
九
五
］）。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
残
さ
れ
た
『
宋
会
要
輯
稿
』
は
一
千
万
字
近
く
に
達
し
、
法
制
史
に
限
ら
ず
、
両
宋
を
通
じ
た
最
も
貴
重
な

史
料
で
あ
る
。
漕
運
関
係
の
勅
・
令
・
格
・
式
・
随
勅
申
明
の
条
文
が
ま
と
め
ら
れ
た
「
食
貨
」
四
五
‒
八
～
一
四
「
漕
運
令
格
」
な
ど

も
あ
る
が
、『
宋
会
要
輯
稿
』
は
基
本
的
に
は
特
定
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
一
日
一
条
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
出
来
事
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
多
く
は
臣
下
の
上
奏
の
後
に
「
之
れ
に
從
ふ
」
と
、
そ
の
日
付
に
詔
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
形
式
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
そ
の
典
型
的
な
部
分
の
一
つ
と
し
て
、
刑
法
・
禁
約
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
例
え
ば
本
項
後
述
の
刑
法
二
‒
六
六
政

和
三
年
六
月
一
一
日
条
に
は
、
銅
銭
を
銷
毀
し
て
器
皿
を
作
る
者
が
民
間
に
多
い
か
ら
、
銭
宝
を
毀
壊
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
を
尚

書
省
に
申
明
さ
せ
、
賞
を
立
て
る
よ
う
詔
が
あ
り
、
そ
の
際
、
政
和
賞
格
に
「
吿
獲
鉟
銷
、
磨
錯
、
翦
鑿
錢
取
銅
以
求
利
及
買
之
者
、
杖

罪
錢
一
十
貫
。
徒
一
年
錢
二
十
貫
、
每
等
加
一
十
貫
。
流
二
千
里
錢
七
十
貫
、
每
等
加
一
十
貫
」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
き
、
詔
が
あ
っ
て

杖
罪
に
は
五
〇
貫
、
徒
一
年
に
は
七
〇
貫
、
流
二
千
里
に
は
一
〇
〇
貫
と
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
『
慶
元
条
法
事
類
』
二
九
榷

禁
門
「
鉟
鑿
錢
寶
」
に
載
せ
ら
れ
た
慶
元
賞
格
に
は
実
際
に
銭
を
鉟
銷
し
、
ま
た
磨
錯
翦
鑿
し
て
銅
を
取
り
器
物
を
鋳
造
し
た
工
匠
や
販

売
人
を
告
発
し
た
諸
色
人
は
、
杖
罪
相
当
で
銭
五
〇
貫
、
徒
一
年
相
当
で
銭
七
〇
貫
、
毎
等
加
一
〇
貫
、
流
二
千
里
相
当
で
銭
一
〇
貫
、
毎

等
加
一
〇
貫
と
あ
る
か
ら
、『
宋
会
要
輯
稿
』
に
伝
え
る
こ
の
記
事
が
『
慶
元
条
法
事
類
』
中
で
実
際
の
南
宋
の
法
律
条
文
に
実
現
し
て
い

る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
新
法
・
旧
法
両
党
の
間
で
政
策
が
め
ま
ぐ
る
し
く
入
れ
替
わ
っ
た
北
宋
末
徽
宗
時
代
の
禁
約
記
事
の
な
か
か
ら
、「
法
律
条

文
関
連
事
項
」
と
し
て
、
立
法
措
置
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の
を
六
条
（【
史
料
III
】）、
ま
た
「
民
間
慣
習
関
連
禁
令
」
と
し
て
、
当
時
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の
南
中
国
の
大
き
な
社
会
現
象
で
あ
り
、
王
朝
と
し
て
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
多
く
の
禁
令
が
出
さ
れ
た
宗
教
・
慣
習
関
連
の
条
文

一
〇
条
（【
史
料
IV
】）
を
読
ん
で
ゆ
く
。
な
お
、『
宋
会
要
輯
稿
』
は
「
刑
法
二
‒
四
四
」
な
ど
、
そ
の
板
框
に
振
ら
れ
た
番
号
（
書
影
2
左

参
照
）
と
日
付
で
条
文
を
記
す
の
が
普
通
だ
が
、
こ
こ
は
す
べ
て
が
「
刑
法
」
な
の
で
繰
り
返
し
を
避
け
て
［
二
‒
四
四
］
な
ど
と
［　

］

で
記
す
こ
と
と
し
た
。『
宋
会
要
輯
稿
』
は
、
な
が
ら
く
北
京
図
書
館
本
を
影
印
し
た
中
華
書
局
本
（
一
九
五
七
年
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た

が
、
近
年
点
校
作
業
が
進
み
、
最
新
の
も
の
と
し
て
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら
一
六
冊
セ
ッ
ト
で
活
字
本
が
出
さ
れ
た
（
二
〇
一
四
年
、
以
下

「
上
海
古
籍
本
」
と
称
す
）。

【
史
料
III
】　
書
影
2
（
左
）

『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
二
「
禁
約
」（
法
律
条
文
関
連
事
項
）

① 

原 

文

［
二
‒
四
四
］〔
崇
寜
三
年
〕
六
月
十
二
日
、
臣
僚
言
「
檢
會
前
後
臣
僚
奏
請
有
礙
條
禁
。
特
乞
且
依
今
來
指
揮
施
行
、
其
類
非
一
、
甚
非

所
以
維
持
紀
綱
、
與
衆
共
守
之
意
。
欲
乞
惟
供
奉
至
尊
、
及
措
置
邊
防
、
法
難
具
載
者
、
許
臨
時
奏
請
、
其
餘
著
在
敕
令
、
並
仰
有
司
遵

守
。
所
有
特
乞
權
依
今
來
指
揮
之
類
並
罷
、
庶
使
因
緣
苟
且
之
人
無
復
有
意
外
之
幸
」。
詔
從
之
、
如
今
後
輒
敢
陳
乞
、
以
違
制
論
、
仍
令

御
史
臺
覺
察
彈
奏
。

［
二
‒
四
五
］〔
崇
寜
四
年
〕
四
月
十
二
日
、
中
書
門
下
省
送
到
白
劄
子
「
勘
會
、
民
閒
私
鑄
錢
寶
及
私
造
䃋
石
銅
器
、
各
有
條
格
、
及
朝

廷
近
降
指
揮
、
自
合
遵
守
外
、
全
藉
監
司
州
縣
及
巡
捕
官
司
、
上
下
究
心
、
方
能
杜
絕
。
今
具
約
束
事
件
下
項
。
一
、
私
鑄
錢
、
私
造
銅

器
罪
賞
條
禁
、
並
仰
於
逐
地
分
粉
壁
曉
示
、
仍
眞
謹
書
寫
、
監
司
所
至
點
檢
。
一
、
獲
私
鑄
錢
寶
、
私
造
銅
器
合
支
賞
錢
。
才
候
見
得
情

由
、
卽
據
合
支
數
目
立
便
支
給
、
各
於
犯
人
名
下
理
納
入
官
。
一
、
鄰
保
內
如
有
私
鑄
錢
寶
、
私
造
銅
器
之
人
、
若
知
而
不
吿
、
並
依
五

保
內
犯
知
而
不
糾
法
。
一
、
提
刑
司
每
歲
比
較
巡
捕
官
所
獲
私
鑄
錢
寶
、
私
造
銅
器
、
一
路
最
少
之
人
名
二
員
聞
奏
、
當
議
除
合
得
罪
賞
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外
、
明
行
陞
黜
、
以
爲
勸
戒
」。
從
之
。

［
二
‒
五
六
］〔
政
和
〕
二
年
二
月
五
日
、
臣
僚
言
「
一
時
特
旨
、
乃
人
主
威
福
操
縱
御
下
之
權
、
豈
容
攀
援
爲
例
。
乞
詔
有
司
、
恪
遵
成

法
、
不
得
以
例
決
事
。
頃
歲
命
一
司
敕
令
所
以
六
曹
事
可
爲
永
制
者
修
爲
法
、
其
出
自
特
旨
、
非
有
司
所
決
者
、
編
集
以
備
稽
考
。
閱
歲

斯
久
、
未
聞
奏
御
。
亦
乞
立
限
修
纂
」。
詔
自
今
援
例
破
條
者
徒
二
年
。
令
御
史
臺
覺
察
彈
奏
。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
五
年
〕
八
月
十
一
日
、
刑
部
・
大
理
寺
奏
「
修
立
到
條
法
。
諸
臣
僚
・
樞
密
院
都
承
旨
・
左
右
司
郞
官
（
一
省
錄
事
都

事
、
樞
密
院
逐
房
副
承
旨
、
差
守
闕
當
官
、
法
司
及
貼
司
同
）
大
理
寺
、
開
封
府
、
國
子
監
太
學
辟
廱
官
（
赤
縣
若
左
右
廂
縣
勾
當
公
事
）
不
許
出

謁
及
接
見
賓
客
。
翰
林
學
士
承
旨
、
翰
林
學
士
、
給
事
中
、
中
書
舍
人
、
起
居
郞
、
起
居
舍
人
、
太
子
侍
讀
侍
講
、
尙
書
刑
部
、
殿
中
省

官
、
司
農
寺
長
貳
丞
、
並
禁
出
謁
、
假
日
卽
見
客
。
尙
書
省
官
、
六
曹
、
祕
書
省
及
寺
監
、
御
史
臺
檢
法
主
簿
、
遇
假
日
聽
出
謁
、
仍
許

見
客
」。
從
之
。

［
二
‒
六
五
］〔
政
和
五
年
〕
十
一
月
四
日
、
臣
僚
言
「
諸
色
人
燃
頂
、
煉
臂
、
刺
血
、
斷
指
、
已
降
指
揮
、
並
行
禁
止
、
日
來
未
見
止
絕
。

乞
行
立
法
」。
詔
「
毀
傷
支
體
、
有
害
風
敎
。
況
夷
人
之
法
、
中
華
豈
可
效
之
。
累
有
處
分
、
終
未
能
革
、
可
徧
行
下
。
違
者
以
大
不
恭
論
。

添
賞
錢
三
千
貫
文
。
監
司
、
守
臣
知
而
不
舉
覺
、
與
同
罪
。
京
師
委
開
封
府
嚴
行
禁
止
」。

［
二
‒
六
六
］〔
政
和
六
年
〕
六
月
十
一
日
、
詔
「
訪
聞
諸
路
民
閒
多
是
銷
毀
銅
錢
、
打
造
器
皿
、
毀
壞
錢
寶
、
爲
害
不
細
。
仰
尙
書
省
申

明
條
法
、
重
立
賞
、
嚴
行
禁
止
」。
檢
會
政
和
賞
格
、
吿
獲
鉟
銷
、
磨
錯
、
翦
鑿
錢
取
銅
以
求
利
及
買
之
者
、
杖
罪
錢
一
十
貫
。
徒
一
年
錢

二
十
貫
、
每
等
加
一
十
貫
、
流
二
千
里
錢
七
十
貫
、
每
等
加
一
十
貫
。
詔
於
賞
格
內
杖
罪
添
作
五
十
貫
、
徒
一
年
七
十
貫
、
流
二
千
里
一

百
貫
、
餘
並
申
明
行
下
。

② 

訓 

読

［
二
‒
四
四
］〔
崇
寜
三
年
〕
六
月
十
二
日
。
臣
僚
言
へ
ら
く
「
檢
會
す
る
に
、
前
後
臣
僚
奏
請
、
條
禁
を
礙
る
有
り
。
特
に
且し

ば

ら
く
は
、
今

來
指
揮
に
依
り
施
行
す
る
を
乞
ふ
は
、
其
の
類
一
に
非
ず
、
甚
だ
紀
綱
を
維
持
し
、
衆
と
共
守
す
る
所
以
の
意
に
非
ざ
る
な
り
。
欲
し
乞
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ふ
ら
く
は
、
惟
だ
至
尊
を
供
奉
し
及
び
邊
防
を
措
置
す
る
も
、
法
の
具
載
し
難
き
は
、
臨
時
に
奏
請
す
る
を
許
し
、
其
の
餘
の
著
し
て
勅

令
に
在
る
は
、
並
び
に
有
司
に
仰
せ
て
遵
守
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
所あ

ら
ゆ
る有
特
に
乞
ひ
て
權
り
に
今
來
指
揮
に
依
る
の
類
並
び
に
罷
む
れ
ば
、
因

緣
苟
且
の
人
を
し
て
復
た
意
外
の
幸
有
る
無
か
ら
し
む
る
に
庶
か
ら
ん
」
と
。
詔
し
て
之
れ
に
從
ひ
、
如
し
今
後
輒
り
に
敢
へ
て
陳
乞
せ

ば
、
違
制
を
以
て
論
じ
、
仍
ほ
御
史
臺
に
令
し
て
覺
察
彈
奏
せ
し
め
ん
。

［
二
‒
四
五
］〔
崇
寜
四
年
〕
四
月
十
二
日
、
中
書
門
下
省
送
到
せ
し
白
劄
子
「
勘
會
す
。
民
閒
に
錢
寶
を
私
鑄
し
、
及
び
䃋
石
・
銅
器
を

私
造
す
る
は
、
各
々
の
條
格
及
び
朝
廷
の
近
降
指
揮
有
り
、
合
に
遵
守
す
べ
き
に
自
る
の
外
、
全
て
監
司
、
州
縣
及
び
巡
捕
官
司
に
藉よ

り
、

上
下
究
心
し
、
方
に
能
く
杜
絕
す
べ
し
。
今
、
約
束
事
件
下
項
を
具
す
。
一
、
私
鑄
錢
、
私
造
銅
器
の
罪
賞
條
禁
は
、
並
び
に
仰
せ
て
逐

地
分
に
於
て
粉
壁
も
て
曉
示
し
、
仍
ほ
眞
謹
書
寫
し
、
監
司
至
る
所
に
て
點
檢
す
。
一
、
私
鑄
錢
寶
、
私
造
銅
器
を
獲
ふ
れ
ば
、
合
に
賞

錢
を
支
す
べ
し
。
才
め
て
情
由
を
見
得
す
る
を
候
ち
、
卽
ち
合
に
支
す
べ
き
數
目
に
據
り
て
立
便
に
支
給
し
、
各
々
犯
人
の
名
下
に
於
い

て
理
納
し
入
官
す
。
一
、
鄰
保
內
、
如
し
私
鑄
錢
寶
、
私
造
銅
器
の
人
有
る
も
、
知
り
て
吿
げ
ざ
る
が
若
き
は
、
並
び
に
五
保
內
犯
知
而

不
糾
法
に
依
る
。
一
、
提
刑
司
、
歲
每
に
巡
捕
官
獲
ふ
る
所
の
私
鑄
錢
寶
・
私
造
銅
器
を
比
較
し
、
一
路
最
少
の
人
名
二
員
も
て
聞
奏
し
、

當
に
議
し
て
合
に
得
べ
き
の
罪
賞
を
除
く
の
外
、
陞
黜
を
明
行
し
、
以
て
勸
戒
と
爲
す
」
と
。
之
れ
に
從
ふ
。

［
二
‒
五
六
］〔
政
和
〕
二
年
二
月
五
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
、「
一
時
の
特
旨
は
乃
ち
人
主
の
威
福
も
て
御
下
を
操
縱
す
る
の
權
な
れ
ば
、
豈

に
攀
援
し
て
例
を
爲
す
を
容
れ
ん
や
。
乞
ふ
ら
く
は
有
司
に
詔
し
、
成
法
を
恪
遵
し
、
例
を
以
て
決
事
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
頃

歲
、
一
司
敕
令
所
に
命
じ
、
六
曹
の
事
を
以
て
永
制
と
爲
す
可
き
は
修
し
て
法
と
爲
し
、
其
れ
特
旨
自
り
出
で
、
有
司
の
決
す
る
所
に
非

ざ
れ
ば
、
編
集
し
以
て
稽
考
に
備
え
。
閱
歲
斯
久
に
し
て
未
だ
奏
御
を
聞
か
ざ
る
は
亦
た
立
限
し
修
纂
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
。
詔
し
、
自

今
、
援
例
破
條
せ
し
は
徒
二
年
、
御
史
臺
に
令
し
て
覺
察
彈
奏
せ
し
む
。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
五
年
〕　

八
月
十
一
日
、
刑
部
・
大
理
寺
奏
す
「
修
立
し
た
る
條
法
。
諸
て
臣
僚
・
樞
密
院
都
承
旨
・
左
右
司
郞
官

（
一
省
錄
事
都
事
・
樞
密
院
逐
房
副
承
旨
・
差
守
闕
當
官
・
法
司
及
び
貼
司
、
同
じ
）・
大
理
寺
・
開
封
府
・
國
子
監
太
學
辟
廱
官
（
赤
縣
は
左
右
廂
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縣
勾
當
公
事
の
若
き
）、
出
謁
及
び
賓
客
を
接
見
す
る
を
許
さ
ず
。
翰
林
學
士
承
旨
、
翰
林
學
士
、
給
事
中
、
中
書
舍
人
、
起
居
郞
、
起
居

舍
人
、
太
子
侍
讀
侍
講
、
尙
書
刑
部
、
殿
中
省
官
、
司
農
寺
長
貳
丞
は
、
並
び
に
出
謁
を
禁
じ
、
假
日
は
卽
ち
見
客
す
。
尙
書
省
官
、
六

曹
、
祕
書
省
及
寺
監
、
御
史
臺
檢
法
主
簿
、
假
日
に
遇
へ
ば
出
謁
を
聽
し
、
仍
ほ
見
客
を
許
す
」
と
。
之
れ
に
從
ふ
。

［
二
‒
六
五
］〔
政
和
五
年
〕
十
一
月
四
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
「
諸
色
人
の
燃
頂
、
煉
臂
、
刺
血
、
斷
指
す
る
は
、
已
降
せ
る
指
揮
も
て
並

び
に
禁
止
を
行
ふ
も
、
日
來
、
未
だ
止
絕
す
る
を
見
ず
。
立
法
を
行
ふ
を
乞
ふ
」
と
。
詔
す
「
支
體
を
毀
傷
す
る
は
、
風
敎
を
害
す
る
有

り
。
況
や
夷
人
の
法
、
中
華
豈
に
之
れ
に
效
ふ
べ
け
ん
や
。
累
ね
て
處
分
有
る
も
、
終
に
未
だ
能
く
革
せ
ず
、
徧
く
行
下
す
べ
し
。
違
ふ

者
は
、
大
不
恭
を
以
て
論
ず
。
添
賞
錢
三
千
貫
文
。
監
司
守
臣
、
知
り
て
舉
覺
せ
ざ
る
は
同
罪
を
與
ふ
。
京
師
は
開
封
府
に
委
ね
て
禁
止

を
嚴
行
す
」
と
。

［
二
‒
六
六
］〔
政
和
六
年
〕
六
月
十
一
日
、
詔
す
「
訪
聞
す
ら
く
諸
路
民
閒
、
多
く
是
れ
銅
錢
を
銷
毀
し
、
器
皿
を
打
造
し
、
錢
寶
を
毀

壞
し
、
害
爲
る
こ
と
細
な
ら
ず
。
尙
書
省
に
仰
せ
て
條
法
を
申
明
し
、
賞
を
重
立
し
、
禁
止
を
嚴
行
せ
し
め
ん
」
と
。
政
和
賞
格
を
檢
會

し
、
錢
を
鉟
銷
・
磨
錯
・
翦
鑿
し
銅
を
取
り
以
て
利
を
求
め
及
び
之
れ
を
買
る
者
を
吿
獲
せ
ば
、
杖
罪
は
錢
一
十
貫
。
徒
一
年
は
錢
二
十

貫
、
等
每
に
一
十
貫
を
加
へ
、
流
二
千
里
は
錢
七
十
貫
、
等
每
に
一
十
貫
を
加
ふ
。
詔
し
、
賞
格
內
に
於
て
杖
罪
は
五
十
貫
を
添
作
し
、
徒

一
年
は
七
十
貫
、
流
二
千
里
は
一
百
貫
、
餘
は
並
び
に
申
明
行
下
す
。

③ 

語 

釈

〈
因
緣
苟
且
〉
私
情
に
よ
り
法
を
守
ら
な
い
こ
と
。　
〈

石
〉
鍮
石
（
真
鍮
）
の
こ
と
。『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
一
、
紹
聖
二
年
一
二
月
二

七
日
に
「
尙
書
省
言
詳
定
重
修
敕
令
所
修
立
禁
私
鑄
錢
法
。
從
之
」
と
あ
る
。　
〈
條
格
〉
こ
こ
で
「
民
間
私
鑄
錢
寶
…
…
各
有
條
格
」
と

示
さ
れ
る
法
律
は
、
具
体
的
に
は
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
二
八
、
榷
禁
門
「
銅
鍮
石
鉛
錫
銅
礦
」
に
見
ら
れ
る
職
制
令
「
諸
巡
捕
官
、
獲

私
造
銅
鍮
石
之
物
、
所
屬
監
司
歲
終
比
較
（
謂
私
造
銅
鍮
石
係
提
點
刑
獄
司
比
較
之
類
）
奧
最
多
（
最
少
之
人
最
少
謂
地
分
內
透
漏
及
犯
者
數
多
而

獲
到
數
少
者
）
每
路
各
貳
員
以
聞
」
で
あ
ろ
う
。　
〈
巡
捕
官
〉
巡
捕
に
あ
た
る
下
級
官
吏
。
主
簿
な
ど
。『
吏
学
指
南
』「
官
稱
」
に
「
巡
捕
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官
。
謂
不
分
地
面
、
包
括
巡
捕
之
官
也
」
と
あ
る
。　
〈
粉
壁
曉
示
〉
官
署
の
壁
に
書
い
て
告
示
す
る
こ
と
。［
朴
二
〇
一
〇
］
参
照
。　
〈
援

例
破
條
〉
例
の
積
み
重
ね
が
法
規
範
と
な
る
傾
向
が
強
か
っ
た
明
・
清
と
は
異
な
り
、
宋
朝
は
政
治
・
行
政
に
お
い
て
明
確
に
例
よ
り
法

を
優
先
さ
せ
た
の
で
、「
用
例
破
條
」「
引
例
破
法
」
と
い
う
、
例
を
も
っ
て
法
を
破
る
こ
と
へ
の
批
判
が
多
く
見
ら
れ
た
。　
〈
辟
廱
官
〉

辟
雍
（
あ
る
い
は
辟
廱
、
辟
雝
、
璧
雍
）
と
は
西
周
の
天
子
の
大
学
を
指
す
が
、
北
宋
煕
宗
期
に
は
蔡
京
の
天
下
三
舎
法
に
お
い
て
、
太
学
の

外
舎
を
辟
雍
と
い
い
、
そ
の
な
か
で
は
有
力
者
の
子
弟
は
他
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
国
子
監
太
学
の
辟
廱
官
」
で
あ
ろ
う

か
。
大
観
三
年
に
は
「
大
觀
重
修
國
子
監
太
學
辟
廱
勅
令
格
式
・
申
明
・
一
時
指
揮
」
が
修
立
さ
れ
て
い
る
（『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
二
八
‒

一
八
、
大
観
三
年
四
月
八
日
条
）。　
〈
赤
縣
〉
一
定
の
レ
ベ
ル
の
県
。
国
都
開
封
・
応
天
府
・
大
名
・
河
南
の
四
京
、
京
兆
・
太
原
・
真
定
・

江
寧
な
ど
特
別
区
域
の
県
に
は
赤
・
次
赤
・
畿
・
次
畿
の
等
級
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
（［
梅
原
一
九
八
五
］
二
〇
一
頁
）。　
〈
左
右
廂
縣
〉
各

州
に
付
設
さ
れ
た
、
廂
の
あ
る
附
郭
県
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
（［
包
二
〇
〇
七
］）。　
〈
出
謁
〉・〈
禁
出
謁
〉
面
会
に
つ
い
て
の
禁
止

事
例
で
、
刑
法
禁
約
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
規
定
を
知
る
上
で
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
史
料
で
あ
る
。［
宮
崎
二
〇
一
〇
］
第
七
章
に
詳
し

い
。　
〈
燃
頂
〉
仏
教
な
ど
の
修
行
の
一
種
。
宋
元
に
よ
く
見
ら
れ
る
。　
〈
累
有
處
分
〉
処
分
と
は
措
置
、
こ
の
場
合
は
直
前
の
立
法
〔
政

和
元
年
十
一
月
〕「
二
十
四
日
。
詔
毀
傷
人
體
、
有
害
民
敎
、
況
夷
人
之
敎
、
中
華
豈
可
效
之
。
宜
增
賞
禁
牛
窐
司
、
不
舉
同
罪
」
な
ど
を

指
す
。　
〈
大
不
恭
〉
十
悪
の
中
の
第
六
。

④ 

和 

訳

［
二
‒
四
四
］〔
崇
寧
三
年
〕
六
月
一
二
日
臣
僚
が
「〔
関
連
法
等
を
〕
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
最
近
は
臣
僚
の
奏
請
が
禁
止
命
令
と
齟
齬
し
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
特
に
暫
時
、
近
来
の
指
揮
に
よ
っ
て
施
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
な
ど
が
少
な
く
な
い
。
紀
綱
を
維
持
し
、
多
く

の
法
・
規
定
を
と
も
に
守
っ
て
い
く
と
い
う
趣
旨
に
は
な
は
だ
反
す
る
。
乞
う
ら
く
は
、
惟
ら
陛
下
へ
お
仕
え
す
る
こ
と
と
辺
防
の
措
置

の
方
面
で
法
律
に
文
章
化
す
る
の
が
難
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
臨
時
の
奏
請
を
許
す
が
、
そ
の
他
の
法
典
に
具
体
的
に
文
章
化
さ
れ
て

い
る
も
の
は
関
連
各
機
関
に
遵
守
さ
せ
る
よ
う
命
令
し
、
特
に
臨
時
に
近
来
の
指
揮
に
従
う
よ
う
に
と
い
う
請
求
は
す
べ
て
罷
め
さ
せ
る
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よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
さ
す
れ
ば
私
情
に
よ
っ
て
法
を
守
ら
ぬ
人
が
不
正
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
詔
し

て
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
今
後
も
し
そ
れ
で
も
み
だ
り
に
陳
乞
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
違
制
と
見
な
し
、
さ
ら
に
御
史
台
に
摘
発
・
弾
劾
さ

せ
る
こ
と
と
し
た
。

［
二
‒
四
五
］〔
崇
寧
四
年
〕
二
年
四
月
一
二
日
、
中
書
門
下
省
が
送
っ
た
白
劄
子
に
「
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
民
間
で
の
銭
宝
私
鋳
、
お
よ

び
䃋
石
・
銅
器
の
私
造
に
は
、
各
々
条
格
が
あ
る
。
及
び
朝
廷
が
最
近
降
し
た
指
揮
に
つ
い
て
は
当
然
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
ほ
か
、
監
司
、

州
県
、
巡
捕
官
司
ら
が
、
上
か
ら
下
ま
で
よ
く
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〔
私
鋳
を
〕
途
絶
す
べ
き
だ
。
今
、
約
束
の
事
件
を
下
項
の
通
り
、

示
す
。
一
、
私
鋳
銭
、
私
造
銅
器
の
罪
賞
条
禁
は
、
す
べ
て
命
令
し
て
各
地
区
に
お
い
て
壁
に
書
い
て
明
示
し
、
大
い
に
謹
ん
で
書
写
さ

せ
、
監
司
は
細
か
く
検
査
す
る
。
一
、
私
鋳
銭
宝
、
私
造
銅
器
を
捕
ま
え
れ
ば
、
賞
銭
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。
経
緯
を
確
認
で
き
次

第
、
払
う
額
・
項
目
通
り
に
た
だ
ち
に
支
給
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
人
各
人
か
ら
正
し
く
取
り
立
て
、
官
に
納
め
さ
せ
る
。
一
、
鄰
保
内
に
、

も
し
銭
宝
を
私
鋳
し
た
り
、
銅
器
を
私
造
し
た
り
す
る
人
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
通
告
し
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
「
五
保
内
に
犯

罪
が
あ
り
知
っ
て
い
な
が
ら
糾
弾
し
な
い
法
」
を
適
用
す
る
。
一
、
提
刑
司
は
、
歳
ご
と
に
、
巡
捕
官
が
捕
獲
し
た
私
鋳
の
銭
宝
、
私
造

の
銅
器
を
数
え
比
べ
、
一
路
で
〔
捕
獲
数
が
〕
最
少
の
〔
巡
捕
官
〕
二
名
を
挙
げ
て
報
告
し
、
討
議
し
て
罪
や
賞
を
与
え
る
べ
き
も
の
の

ほ
か
は
、
昇
進
・
降
格
を
明
確
に
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
勧
戒
と
す
る
」
と
。
こ
れ
に
従
っ
た
。

［
二
‒
五
六
］〔
政
和
〕
二
年
二
月
五
日
、
臣
僚
が
「
一
時
の
特
旨
は
、
つ
ま
り
皇
帝
が
威
厳
に
よ
っ
て
臣
下
を
統
率
す
る
大
権
な
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
次
々
と
例
に
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
関
係
各
機
関
に
詔
し
て
、
つ
つ
し
ん
で
法
文
化
さ
せ
、
例
に
よ
っ
て
決

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
。
近
年
は
一
司
勅
令
所
に
命
じ
、
六
曹
の
事
で
永
制
と
す
べ
き
も
の
は
法
に
さ
せ
、
も
と
も
と
特
旨
で
、
関
係
各

機
関
が
決
め
た
の
で
な
け
れ
ば
、
編
集
し
今
後
の
参
考
に
供
す
る
。
だ
が
こ
こ
数
年
上
奏
し
て
い
な
い
も
の
は
期
限
を
区
切
っ
て
修
纂
す

る
よ
う
に
せ
よ
」
と
言
っ
た
。
詔
し
、
今
後
、
援
例
破
条
を
す
れ
ば
徒
二
年
と
し
、
御
史
台
に
覚
察
弾
奏
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
五
年
〕
八
月
一
一
日
、
刑
部
と
大
理
寺
が
「
修
立
し
た
条
法
に
『
諸
て
の
臣
僚
、
枢
密
院
都
承
旨
、
左
右
司
郎
官
（
一
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省
録
事
都
事
、
枢
密
院
逐
房
副
承
旨
、
差
守
闕
当
官
、
法
司
及
貼
司
も
同
じ
）、
大
理
寺
、
開
封
府
、
国
子
監
太
学
の
辟
廱
官
（
赤
県
の
左
右
廂
県
勾

當
公
事
な
ど
）
は
出
謁
し
及
び
賓
客
に
接
見
す
る
の
を
許
さ
な
い
。
翰
林
学
士
承
旨
、
翰
林
学
士
、
給
事
中
、
中
書
舍
人
、
起
居
郎
、
起
居

舍
人
、
太
子
侍
読
侍
講
、
尚
書
刑
部
、
殿
中
省
官
、
司
農
寺
長
二
丞
は
み
な
出
謁
を
禁
ず
る
が
休
日
に
客
に
接
見
す
る
の
は
許
す
。
尚
書

省
官
、
六
曹
、
秘
書
省
及
寺
監
、
御
史
台
検
法
主
簿
は
休
日
と
な
っ
た
ら
出
謁
を
許
し
、
さ
ら
に
客
に
接
見
す
る
の
を
許
す
」
と
奏
し
た
。

こ
れ
に
従
っ
た
。

［
二
‒
六
五
］〔
政
和
五
年
〕
一
一
月
四
日
、
臣
僚
が
「
一
般
人
の
燃
頂
、
煉
臂
、
刺
血
、
断
指
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
揮
が
有
り
、
す
べ

て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
頃
、
ま
だ
途
絶
を
見
て
い
な
い
。
立
法
を
行
う
よ
う
乞
う
」
と
言
っ
た
。「
支
体
を
毀
傷
す
る
の
は
風
教

を
害
す
る
も
の
だ
。
夷
人
の
法
を
中
華
が
真
似
て
い
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
法
的
措
置
が
行
わ
れ
た
の
に
、
結
局
改
ま
っ

て
い
な
い
。
あ
ま
ね
く
命
令
を
下
し
、
違
反
者
は
「
大
不
恭
」
を
適
用
す
べ
き
だ
。〔
告
発
者
に
〕
賞
を
三
〇
〇
〇
貫
文
支
給
せ
よ
。
監

司
・
守
臣
が
知
っ
て
い
な
が
ら
検
挙
を
怠
れ
ば
同
罪
と
す
る
。
京
師
の
場
合
は
開
封
府
に
委
ね
て
厳
し
く
禁
止
さ
せ
よ
」
と
詔
が
あ
っ
た
。

［
二
‒
六
六
］〔
政
和
六
年
〕
六
月
一
一
日
、「
入
っ
て
く
る
情
報
で
は
各
地
の
人
々
の
間
で
銅
銭
を
鋳
つ
ぶ
し
、
器
皿
を
製
造
す
る
こ
と
が

多
い
と
聞
く
。
銭
宝
を
毀
損
す
る
と
い
う
の
は
害
と
し
て
大
き
い
。
尚
書
省
に
言
っ
て
法
律
条
文
を
申
明
し
、
あ
ら
た
め
て
賞
を
立
て
、
厳

格
に
禁
止
せ
よ
」
と
詔
し
た
。
政
和
賞
格
を
再
調
査
し
、
銭
を
鉟
銷
・
磨
錯
・
翦
鑿
し
銅
を
取
り
こ
れ
に
よ
り
利
益
と
し
た
り
こ
れ
を
売
っ

た
り
し
た
者
を
告
発
す
れ
ば
、
犯
人
が
杖
罪
相
当
で
あ
れ
ば
賞
は
銭
一
〇
貫
、
徒
一
年
相
当
な
ら
銭
二
〇
貫
、
等
が
あ
が
る
ご
と
に
一
〇

貫
を
加
え
、
流
二
千
里
相
当
は
銭
七
〇
貫
と
し
て
等
が
あ
が
る
ご
と
に
一
〇
貫
を
増
す
。
詔
し
、
賞
格
に
お
い
て
杖
罪
相
当
に
つ
い
て
は

五
〇
貫
に
徒
一
年
は
七
〇
貫
、
流
二
千
里
は
一
〇
〇
貫
に
修
正
し
、
そ
の
他
は
す
べ
て
申
明
を
出
し
て
行
き
渡
ら
せ
る
。

【
史
料
IV
】　
書
影
2
（
右
）

『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
二
「
禁
約
」（
民
間
慣
習
関
連
禁
令
）
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① 

原 

文

［
二
‒
四
三
］〔
崇
寜
〕
三
年
四
月
十
九
日
、
中
書
省
・
尙
書
省
勘
會
「
近
據
知
廉
州
張
壽
之
繳
到
、
無
圖
之
輩
撰
造
『
佛
說
末
劫
經
』、
言

涉
訛
妄
、
意
要
惑
衆
。
雖
已
降
指
揮
、
今
荊
湖
南
北
路
提
點
刑
獄
司
根
究
印
撰
之
人
、
取
勘
具
案
聞
奏
、
其
民
閒
所
收
、
本
限
十
日
赴
所

在
州
縣
鎭
寨
、
繳
納
焚
訖
、
所
在
具
數
申
尙
書
省
。
竊
慮
上
件
文
字
、
亦
有
散
在
諸
路
州
軍
、
使
良
民
亂
行
傳
誦
、
深
爲
未
便
」。
詔
令
刑

部
實
封
行
下
開
封
府
界
及
諸
路
州
軍
、
子
細
吿
諭
、
民
閒
如
有
上
件
文
字
、
並
仰
依
前
項
朝
旨
、
焚
毀
訖
、
具
申
尙
書
省
。

［
二
‒
四
八
］〔
大
觀
二
年
〕 

八
月
十
四
日
、
信
陽
軍
言
「
契
勘
、
夜
聚
曉
散
、
傳
習
妖
敎
、
及
集
經
社
香
會
之
人
、
若
與
男
女
雜
處
、
自

合
依
條
斷
遣
外
、
若
偶
有
婦
女
雜
處
者
、
卽
未
有
專
法
。
乞
委
監
司
每
季
一
行
州
縣
、
覺
察
禁
止
。
仍
下
有
司
立
法
施
行
」。
從
之
。

［
二
‒
五
〇
］〔
大
觀
三
年
〕 
八
月
二
十
六
日
、
詔
、
毀
在
京
淫
祀
不
在
祀
典
者
、
其
假
託
鬼
神
以
妖
言
惑
衆
之
人
、
令
開
封
府
迹
捕
科
罪
、

送
鄰
州
編
管
、
情
重
者
奏
裁
。

［
二
‒
六
〇
］〔
政
和
三
年
〕
八
月
十
五
日
、
臣
僚
言
「
軍
馬
敕
、
諸
敎
象
法
、
謄
錄
傳
播
者
、
杖
一
百
。
訪
聞
比
年
以
來
、
市
民
將
敎
法

并
象
法
公
然
鏤
板
印
賣
。
伏
望
下
開
封
府
禁
止
」。
詔
、
印
板
並
令
禁
毀
、
仍
令
刑
部
立
法
申
樞
密
院
。

［
二
‒
六
一
］〔
政
和
〕
四
年
二
月
五
日
、
臣
僚
言
「
欲
乞
、
下
諸
路
括
責
州
縣
、
前
此
有
以
講
說
燒
香
齋
會
爲
名
而
私
置
佛
堂
衜
院
爲
聚

衆
人
之
所
者
、
盡
行
毀
拆
、
明
立
賞
典
、
揭
示
鄕
保
、
仍
令
逐
都
保
、
每
季
具
有
邪
法
聚
衆
申
縣
、
縣
申
州
、
州
申
提
刑
司
、
類
聚
以
上

朝
廷
。
結
集
徒
黨
、
事
非
細
密
。
申
令
已
明
。
儻
復
違
犯
、
當
嚴
鄰
保
之
法
。
州
城
兵
官
、
縣
巡
尉
、
其
不
覺
察
之
罪
、
比
佗
官
宜
加
等

坐
之
。
庶
止
邪
於
未
形
、
且
使
無
知
之
人
免
陷
於
刑
戮
」。
從
之
。

［
二
‒
六
二
］〔
政
和
四
年
六
月
〕 

二
十
七
日
、
開
封
府
奏
「
太
學
生
張
伯
奮
狀
、
奏
乞
立
法
禁
止
『
太
平
純
正
典
麗
集
』。
其
閒
甚
有
詐
僞
、

可
速
行
禁
止
。
仍
追
取
印
板
繳
納
」。
詔
已
賣
在
諸
處
者
、
許
限
一
月
繳
納
、
所
在
官
司
繳
申
尙
書
省
。
如
違
、
杖
一
百
、
賞
錢
五
十
貫
、

許
人
吿
。

［
二
‒
六
三
］〔
政
和
四
年
八
月
〕 

三
十
日
、
詔
「
河
北
州
縣
傳
習
妖
敎
甚
多
、
雖
加
之
重
辟
、
終
不
悛
革
。
聞
別
有
經
文
、
互
相
傳
習
鼓
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惑
致
此
。
雖
非
天
文
、
圖
讖
之
書
、
亦
宜
立
法
禁
戢
。
仰
所
收
之
家
、
經
州
縣
投
納
、
守
令
類
聚
繳
申
尙
書
省
。
或
有
印
板
石
刻
、
並
行

追
取
、
當
官
棄
毀
。
應
有
似
此
不
根
經
文
、
非
藏
經
所
載
、
準
此
」。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
四
年
〕
九
月
八
日
、
臣
僚
言
「
訪
聞
、
惠
州
海
豐
縣
長
橋
亭
壁
上
張
掛
白
絹
水
墨
畫
龍
圖
子
一
面
、
四
畔
用
紫
絹
緣
。

兼
本
路
民
庶
之
家
、
多
有
上
件
龍
圖
子
。
並
是
久
未
來
置
造
、
其
愚
民
不
曉
、
因
循
習
以
成
風
。
蓋
是
自
來
官
司
失
於
奏
請
全
失
奉
君
之

禮
、
無
所
禁
約
」。
詔
、
仰
監
司
體
究
因
依
、
如
別
無
他
弊
、
特
免
根
究
、
繳
申
尙
書
省
、
仍
速
行
禁
止
。
民
庶
之
家
、
仰
限
一
月
經
州
縣

首
納
、
免
罪
。
逐
州
縣
類
聚
納
尙
書
省
、
逐
旋
進
納
。

［
二
‒
七
八
］〔
宣
和
二
年
〕  
十
一
月
四
日
、
臣
僚
言
「
一
、
溫
州
等
處
狂
悖
之
人
、
自
稱
明
敎
、
號
爲
行
者
。
今
來
明
敎
行
者
、
各
於
所

居
鄕
村
建
立
屋
宇
、
號
爲
齋
堂
。
如
溫
州
共
有
四
十
餘
處
。
並
是
私
建
無
名
額
佛
堂
、
每
年
正
月
內
取
曆
中
密
日
、
聚
集
侍
者
、
聽
者
、
姑

婆
、
齋
姊
等
人
、
建
設
衜
場
、
鼓
扇
愚
民
、
男
女
夜
聚
曉
散
。
一
、
明
敎
之
人
所
念
經
文
及
繪
畫
佛
像
、
號
曰
『
訖
思
經
』『
證
明
經
』『
太

子
下
生
經
』、『
父
母
經
』、『
圖
經
』、『
文
緣
經
』、『
七
時
偈
』、『
日
光
偈
』、『
月
光
偈
』、『
平
文
策
』、『
漢
贊
策
』、『
證
明
贊
』、『
廣
大

懺
』、『
妙
水
佛
幀
』、『
先
意
佛
幀
』、『
夷
數
佛
幀
』、『
善
惡
幀
』、『
太
子
幀
』、『
四
天
王
幀
』。
已
上
等
經
佛
號
、
卽
於
衜
釋
經
藏
並
無
明

文
該
載
。
皆
是
妄
誕
妖
怪
之
言
。
多
引
『
爾
時
明
尊
』
之
事
、
與
衜
釋
經
文
不
同
。
至
於
字
音
、
又
難
辨
認
。
委
是
狂
妄
之
人
、
僞
造
言

辭
、
誑
愚
惑
衆
、
上
僭
天
王
、
太
子
之
號
」。
奉
御
筆
、
仰
所
在
官
司
根
究
指
實
、
將
齋
堂
等
一
切
毀
拆
。
所
犯
爲
首
之
人
、
依
條
施
行
外
、

嚴
立
賞
格
、
許
人
陳
吿
。
今
後
更
有
似
此
去
處
、
州
縣
官
並
行
停
廢
、
以
違
御
筆
論
。
廉
訪
使
者
失
覺
察
、
監
司
失
按
劾
、
與
同
罪
。

［
二
‒
八
一
］〔
宣
和
三
年
〕
閏
五
月
七
日
、
尙
書
省
言
「
契
勘
、
江
浙
噄
菜
事
魔
之
徒
、
習
以
成
風
、
自
來
雖
有
禁
止
傳
習
妖
敎
刑
賞
、
既

無
止
絕
噄
菜
事
魔
之
文
、
卽
州
縣
監
司
不
爲
禁
止
、
民
閒
無
由
吿
捕
、
遂
致
事
魔
之
人
聚
衆
山
谷
。
一
日
竊
發
、
倍
費
經
畫
。
若
不
重
立

禁
約
、
卽
難
以
止
絕
、
乞
修
立
條
」。
從
之
。

② 

訓 

読

［
二
‒
四
三
］〔
崇
寜
〕
三
年
四
月
十
九
日
、
中
書
省
・
尙
書
省
勘
會
す
、「
近
ご
ろ
、
知
廉
州
張
壽
の
繳
到
に
據
ら
ば
、
無
圖
の
輩
『
佛
說
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末
劫
經
』
を
撰
造
し
、
言
は
訛
妄
に
涉
り
、
意
は
衆
を
惑
は
さ
ん
こ
と
を
要
む
。
已
に
指
揮
を
降
す
と
雖
も
、
今
荊
湖
南
北
路
提
點
刑
獄

司
、
印
撰
の
人
を
根
究
し
、
取
勘
し
具
案
聞
奏
し
、
其
の
民
閒
の
收
む
る
所
、
本
と
十
日
を
限
り
所
在
州
縣
鎭
寨
に
赴
き
、
繳
納
し
焚
し

訖
ら
ば
、
所
在
數
を
具
し
尙
書
省
に
申
せ
し
む
。
竊
に
慮
る
に
、
上
件
の
文
字
、
亦
た
諸
路
州
軍
に
散
在
し
、
良
民
を
し
て
亂
り
に
傳
誦

を
行
は
し
む
る
有
り
、
深
く
未
便
と
爲
す
」
と
。
詔
し
刑
部
に
令
し
て
實
封
も
て
開
封
府
界
及
び
諸
路
州
軍
に
行
下
せ
し
め
、
子
細
に
吿

諭
し
、
民
閒
に
如
し
上
件
の
文
字
有
ら
ば
、
並
び
に
仰
せ
て
前
項
の
朝
旨
に
依
ら
し
め
、
焚
毀
し
訖
ら
ば
、
尙
書
省
に
具
申
す
。

［
二
‒
四
八
］〔
大
觀
二
年
〕  

八
月
十
四
日
、
信
陽
軍
言
へ
ら
く
「
契
勘
す
る
に
、
夜
聚
曉
散
し
、
妖
敎
を
傳
習
し
及
び
經
社
香
會
を
集
す

る
の
人
、
男
女
雜
處
に
與
る
が
若
き
は
、
合
に
條
に
依
り
斷
遣
に
自
る
の
外
、
偶
々
婦
女
の
雜
處
す
る
有
る
が
若
き
は
、
卽
ち
未
だ
專
法

有
ら
ず
。
乞
ふ
ら
く
は
監
司
に
委
ね
每
季
に
州
縣
を
一
行
し
、
覺
察
禁
止
せ
し
む
。
仍
ほ
有
司
に
下
し
立
法
し
施
行
せ
し
む
」
と
。
之
れ

に
從
ふ
。

［
二
‒
五
〇
］〔
大
觀
三
年
〕
八
月
二
十
六
日
、
詔
す
「
在
京
の
淫
祀
に
し
て
祀
典
に
在
ら
ざ
る
を
毀
つ
も
、
其
れ
鬼
神
に
假
託
し
妖
言
を

以
て
衆
を
惑
は
す
の
人
、
開
封
府
に
令
し
て
迹
捕
・
科
罪
し
、
鄰
州
に
送
り
て
編
管
し
、
情
重
き
は
奏
裁
せ
し
む
」
と
。

［
二
‒
六
〇
］〔
政
和
三
年
〕
八
月
十
五
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
「
軍
馬
敕
に
『
諸
て
象
法
を
敎
へ
、
謄
錄
・
傳
播
せ
し
は
杖
一
百
』
と
あ
り
。

訪
聞
す
る
に
、
比
年
以
來
、
市
民
の
敎
法
并
び
に
象
法
を
將
て
公
然
と
鏤
板
印
賣
す
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
開
封
府
に
下
し
て
禁
止
せ
し

め
ん
」
と
。
詔
し
、
印
板
は
並
び
に
禁
毀
せ
し
め
、
仍
ほ
刑
部
に
令
し
て
立
法
し
樞
密
院
に
申
せ
し
む
。

［
二
‒
六
一
］〔
政
和
〕
四
年
二
月
五
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
「
欲
し
乞
ふ
ら
く
は
、
諸
路
に
下
し
て
州
縣
を
括
責
せ
し
め
、
此
れ
よ
り
前
、
講

說
燒
香
齋
會
を
以
て
名
と
爲
し
、
而
し
て
私
に
佛
堂
衜
院
を
置
き
て
人
を
聚
衆
す
る
所
と
爲
す
有
ら
ば
、
盡
く
毀
拆
を
行
ひ
、
賞
典
を
明

立
し
、
鄕
保
に
揭
示
し
、
仍
ほ
逐
都
保
に
令
し
て
季
每
に
邪
法
聚
衆
の
有
り
や
な
し
や
を
具
し
縣
に
申
し
、
縣
は
州
に
申
し
、
州
は
提
刑

司
に
申
し
、
類
聚
し
以
て
朝
廷
に
上
る
。
徒
黨
を
結
集
す
る
は
、
事
細
密
に
非
ず
。
申
令
已
に
明
ら
か
な
り
。
儻
し
復
た
違
犯
せ
ば
、
當

に
鄰
保
の
法
を
嚴
に
す
べ
し
。
州
城
の
兵
官
、
縣
の
巡
尉
、
其
れ
覺
察
せ
ざ
る
の
罪
は
、
佗
官
に
比
し
て
宜
し
く
等
を
加
へ
之
れ
に
坐
す
。



45

一　宋代法制史料

庶
く
は
邪
を
未
形
に
止
め
、
且
つ
無
知
の
人
を
し
て
刑
戮
に
陷
る
を
免
れ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
之
れ
に
從
ふ
。

［
二
‒
六
二
］〔
政
和
四
年
六
月
〕
二
十
七
日
、
開
封
府
奏
す
「
太
學
生
張
伯
奮
狀
も
て
、
立
法
し
『
太
平
純
正
典
麗
集
』
を
禁
止
す
る
を

奏
乞
す
。
其
の
閒
、
甚
だ
詐
僞
有
り
、
速
か
に
禁
止
を
行
ふ
べ
し
。
仍
ほ
印
板
を
追
取
し
、
繳
納
せ
し
め
ん
」
と
。
詔
し
、
已
に
賣
り
て

諸
處
に
在
る
者
は
一
月
を
限
り
て
繳
納
す
る
を
許
し
、
所
在
官
司
は
尙
書
省
に
繳
申
す
。
如
し
違
は
ば
杖
一
百
、
賞
錢
五
十
貫
、
人
の
吿

す
る
を
許
す
。

［
二
‒
六
三
］〔
政
和
四
年
八
月
〕
三
十
日
、
詔
す
「
河
北
州
縣
、
妖
敎
を
傳
習
す
る
こ
と
甚
だ
多
く
、
之
れ
に
重
辟
を
加
ふ
る
と
雖
も
、
終

に
悛
革
せ
ず
。
聞
く
ら
く
は
別
に
經
文
有
り
、
互
相
に
傳
習
し
鼓
惑
し
此
れ
を
致
す
。
天
文
・
圖
讖
の
書
に
非
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
宜
し

く
立
法
し
禁
戢
せ
ん
。
所
收
の
家
に
仰
せ
、
州
縣
を
經
て
投
納
し
、
守
令
は
類
聚
し
尙
書
省
に
繳
申
す
。
或
い
は
印
板
石
刻
有
ら
ば
、
並

び
に
追
取
を
行
ひ
、
當
官
棄
毀
す
。
應あ

ら

有ゆ
る

此
れ
に
似
た
る
の
不
根
の
經
文
、
藏
經
の
所
載
に
非
ざ
る
は
、
此
れ
に
準
ず
」
と
。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
四
年
〕
九
月
八
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
「
訪
聞
す
ら
く
、
惠
州
海
豐
縣
長
橋
亭
壁
上
に
白
絹
水
墨
畫
龍
圖
子
一
面
を
張

掛
し
、
四
畔
は
紫
絹
を
用
て
緣
す
。
兼
ね
て
本
路
民
庶
の
家
、
多
く
上
件
の
龍
圖
子
有
り
。
並
び
に
是
れ
久
し
く
未
だ
置
造
を
來
さ
ざ
る

も
の
の
、
其
の
愚
民
は
不
曉
に
し
て
、
因
循
し
習
ひ
て
以
て
風
を
成
す
。
蓋
し
是
れ
自
來
官
司
奉
君
の
禮
を
全
失
す
る
を
奏
請
す
る
を
失

し
、
禁
約
す
る
所
無
け
れ
ば
な
り
」
と
。
詔
し
、
監
司
に
仰
せ
て
因
依
を
體
究
し
、
如
し
別
に
他
弊
無
く
ば
、
特
に
根
究
を
免
じ
尙
書
省

に
繳
申
し
、
仍
ほ
禁
止
を
速
行
す
。
民
庶
の
家
、
仰
せ
て
一
月
を
限
り
、
州
縣
を
經
て
首
納
せ
ば
免
罪
す
。
逐
州
縣
は
類
聚
し
尙
書
省
に

納
し
、
逐
旋
に
進
納
す
。

［
二
‒
七
八
］〔
宣
和
二
年
〕
十
一
月
四
日
、
臣
僚
言
へ
ら
く
「
一
、
溫
州
等
處
の
狂
悖
の
人
、
自
ら
明
敎
を
稱
し
、
號
し
て
行
者
と
爲
す
。

今
來
明
敎
の
行
者
、
各
々
所
居
の
鄕
村
に
於
て
屋
宇
を
建
立
し
、
號
し
て
齋
堂
と
爲
す
。
溫
州
が
如
き
は
共
に
四
十
餘
處
有
り
。
並
び
に

是
れ
私
か
に
名
額
無
き
の
佛
堂
を
建
て
、
每
年
正
月
內
に
曆
中
の
密
日
を
取
り
、
侍
者
、
聽
者
、
姑
婆
、
齋
姊
等
の
人
を
聚
集
し
、
衜
場

を
建
設
し
、
愚
民
を
鼓
扇
し
、
男
女
夜
聚
曉
散
す
。
一
、
明
敎
の
人
念
ず
る
所
の
經
文
及
び
繪
畫
佛
像
は
、
號
し
て
曰
く
『
訖
思
經
』、『
證
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明
經
』『
太
子
下
生
經
』、『
父
母
經
』、『
圖
經
』、『
文
緣
經
』、『
七
時
偈
』、『
日
光
偈
』、『
月
光
偈
』、『
平
文
策
』、『
漢
贊
策
』、『
證
明

贊
』、『
廣
大
懺
』、『
妙
水
佛
幀
』、『
先
意
佛
幀
』、『
夷
數
佛
幀
』、『
善
惡
幀
』、『
太
子
幀
』、『
四
天
王
幀
』
と
。
已
上
等
の
經
の
佛
號
は
、

卽
ち
衜
釋
の
經
藏
に
於
て
並
び
に
明
文
の
該
載
無
し
。
皆
な
是
れ
妖
恠
を
妄
誕
す
る
の
言
な
り
。
多
く
『
爾
時
明
尊
』
の
事
を
引
く
も
、
衜

釋
の
經
文
と
同
じ
か
ら
ず
。
字
音
に
至
り
て
は
、
又
た
辨
認
し
難
し
。
委
に
是
れ
狂
妄
の
人
言
辭
を
僞
造
し
、
愚
を
誑
し
衆
を
惑
は
し
、
上

は
天
王
、
太
子
の
號
を
僭
す
」
と
。
御
筆
を
奉
じ
、
所
在
官
司
に
仰
せ
て
根
究
指
實
し
、
齋
堂
等
を
一
切
毀
拆
せ
し
む
。
犯
す
所
の
首
爲

る
の
人
は
條
に
依
り
て
施
行
す
る
の
外
、
賞
格
を
嚴
立
し
、
人
に
陳
吿
す
る
を
許
す
。
今
後
更
に
此
れ
に
似
る
の
去
處
有
ら
ば
、
州
縣
官

並
び
に
停
廢
を
行
ひ
、
違
御
筆
を
以
て
論
ず
。
廉
訪
使
者
覺
察
を
失
し
、
監
司
按
劾
を
失
せ
ば
、
同
罪
を
與
ふ
。

［
二
‒
八
一
］〔
宣
和
三
年
〕
閏
五
月
七
日
、
尙
書
省
言
へ
ら
く
「
契
勘
す
る
に
、
江
浙
噄
菜
事
魔
の
徒
、
習
ひ
て
以
て
風
と
成
す
。
自
來

妖
敎
を
傳
習
す
る
を
禁
止
す
る
の
刑
賞
有
り
と
雖
も
、
既も

と
より
噄
菜
事
魔
の
文
を
止
絕
す
る
無
く
、
卽
ち
州
縣
監
司
禁
止
を
爲
さ
ず
、
民
閒

由
り
て
吿
捕
す
る
無
く
、
遂
に
事
魔
の
人
山
谷
に
聚
衆
す
る
を
致
す
。
一
日
竊
發
す
る
も
、
經
畫
に
倍
費
す
。
若
し
禁
約
を
重
立
せ
ざ
れ

ば
、
卽
ち
以
て
止
絕
し
難
し
。
條
を
修
立
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
。
之
れ
に
從
ふ
。

③ 

語 

釈

〈
佛
說
末
劫
經
〉『
崇
文
総
目
』
一
〇
「
釈
書
類
」
に
は
『
仏
説
一
乗
究
竟
仏
心
成
経
』
一
巻
、『
仏
説
三
停
厨
法
経
』
一
巻
、『
仏
説
未
曾

有
因
縁
経
』
二
巻
、『
仏
説
法
句
経
』
一
巻
な
ど
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
闕
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
書
の
よ
う
だ
が
、「
末
劫
」
と
い
い
、

治
安
上
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
末
法
・
終
末
思
想
に
関
す
る
も
の
か
。　
〈
不
根
經
文
〉「
不
根
」
は
根
拠
が

な
い
、
デ
タ
ラ
メ
、
の
意
味
。
本
条
の
禁
令
は
、
過
程
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
南
宋
理
宗
嘉
熙
初
の
僧
・
銭
唐
の
良
渚
鑑
法
師
の
『
釈

門
正
統
』
巻
四
に
「
唯
祖
宗
法
令
『
諸
以
二
宗
經
及
非
藏
經
所
載
不
根
經
文
傳
習
惑
衆
者
、
有
罪
』
…
不
根
經
文
、
謂
佛
吐
戀
師
、
佛
說

渧
淚
、
大
小
明
王
出
世
」
と
こ
の
「
不
根
經
文
」
の
法
禁
が
見
ら
れ
、
会
要
本
条
文
の
「
立
法
し
禁
戢
せ
よ
」
と
い
う
詔
の
立
法
内
容
は

こ
れ
か
（
良
渚
の
伝
え
る
法
律
は
、
咸
淳
五
年
（
一
二
六
九
）
の
志
磐
『
仏
祖
統
紀
』
で
も
確
認
で
き
る
）。
こ
の
条
文
で
は
二
宗
（
マ
ニ
教
）
の
教
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典
や
蔵
経
（
大
蔵
経
の
こ
と
）
に
含
ま
れ
な
い
経
文
を
指
し
て
〝
不
根
の
経
文
〟
と
い
い
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
弥
勒
信
仰
（「
大
小
明
王
出

世
」）
の
教
典
も
挙
げ
て
い
る
。　
〈
龍
圖
子
〉
竜
の
絵
。
圖
子
と
は
、
図
形
な
ど
。『
祠
部
集
』
巻
三
二
「
唐
龍
圖
子
方
書
」
は
北
宋
の
強

至
が
そ
れ
を
奉
っ
た
際
の
挨
拶
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。　
〈
明
敎
〉
一
般
に
マ
ニ
教
あ
る
い
は
弥
勒
信
仰
だ
が
、
こ
の
宣
和
二
年
一
一
月
四

日
の
内
容
は
マ
ニ
教
。　
〈
密
日
〉
今
の
日
曜
日
に
あ
た
る
。

④ 

和 

訳

［
二
‒
四
三
］〔
崇
寧
〕
三
年
四
月
一
九
日
、
中
書
省
・
尚
書
省
が
検
討
し
、「
近
ご
ろ
、
知
廉
州
張
寿
の
提
出
し
た
、
ご
ろ
つ
き
が
編
集
し

た
『
仏
説
末
劫
経
』
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
文
章
は
で
た
ら
め
ば
か
り
で
、
人
々
を
惑
わ
そ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
す
で
に
指
揮
を
下

し
て
は
い
る
が
、
今
回
、
荊
湖
南
北
路
提
点
刑
獄
司
は
、
編
集
・
出
版
し
た
人
を
徹
底
追
求
し
、
審
理
・
原
案
提
示
・
上
申
を
行
う
こ
と

と
し
、
民
間
か
ら
押
収
し
た
本
は
、
一
〇
日
以
内
に
、
所
轄
の
州
県
鎭
寨
に
赴
い
て
納
め
さ
せ
、
所
轄
は
そ
の
数
を
明
記
し
て
尚
書
省
に

報
告
す
る
。
私
の
考
え
で
は
、
右
記
の
よ
う
な
文
章
に
は
、
ま
だ
諸
路
の
諸
州
に
散
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
良
民
が
み
だ
り
に
こ
れ

を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
非
常
に
ま
ず
い
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
詔
し
て
、
刑
部
に
封
印
文
書
に
よ
っ
て
開
封
府
界
及
び
各
地

諸
州
に
命
令
を
下
さ
せ
、
子
細
に
告
諭
し
て
、
民
間
に
も
し
右
記
の
よ
う
な
文
章
が
あ
れ
ば
、
並
び
に
命
令
し
て
上
記
の
朝
旨
通
り
に
し
、

焚
書
が
終
わ
れ
ば
、
尚
書
省
に
報
告
さ
せ
る
。

［
二
‒
四
八
］〔
大
観
二
年
〕  

八
月
一
四
日
、
信
陽
軍
は
「
調
べ
て
み
る
と
、
夜
に
集
ま
り
明
け
方
に
散
会
し
妖
教
を
伝
習
し
及
び
経
社
香

会
を
集
す
る
人
で
、
男
女
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
す
る
場
合
は
、
法
律
に
よ
り
処
断
す
る
が
、
そ
れ
以
外
、
た
ま
た
ま
婦
女
が
一
緒
に
い
た
場

合
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
監
司
に
委
ね
季
節
ご
と
に
州
県
を
回
っ
て
検
挙
・
禁
止
さ
せ
、
さ
ら
に
関
係
機
関
に
命
じ
て
立
法
施
行
す

る
よ
う
乞
う
」
と
言
っ
た
。
皇
帝
は
そ
の
通
り
に
し
た
。

［
二
‒
五
〇
］〔
大
観
三
年
〕 

八
月
二
六
日
、「
在
京
の
淫
祀
で
祀
典
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
撤
去
破
壊
す
る
が
、
鬼
神
の
名
を
か
り

妖
言
に
よ
っ
て
人
々
を
惑
わ
す
も
の
は
、
開
封
府
に
追
跡
さ
せ
罪
を
問
わ
せ
、
鄰
州
に
送
り
編
管
し
、
事
情
が
深
刻
な
ら
奏
裁
す
る
」
と
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詔
し
た
。

［
二
‒
六
〇
］〔
政
和
三
年
〕
八
月
一
五
日
、
臣
僚
は
「
軍
馬
勅
に
は
『
諸
て
象
法
を
教
へ
、
謄
録
・
伝
播
せ
し
は
杖
一
百
』
と
あ
る
。
伝

え
聞
く
に
、
近
年
来
、
市
井
の
人
々
の
法
律
学
習
書
や
国
法
を
公
然
と
印
刷
販
売
し
て
い
る
の
で
、
開
封
府
に
命
じ
て
禁
止
す
る
よ
う
に

伏
し
て
望
む
」
と
言
っ
た
。
印
刷
原
版
は
禁
止
・
破
壊
し
、
ま
た
刑
部
に
命
令
し
て
立
法
し
枢
密
院
に
送
る
よ
う
に
詔
が
あ
っ
た
。

［
二
‒
六
一
］〔
政
和
〕
四
年
二
月
五
日
、
臣
僚
言
う
「
欲
し
乞
う
ら
く
は
、
諸
路
に
命
じ
て
州
県
を
統
括
監
督
し
て
、
こ
れ
ま
で
、「
講
説

焼
香
斎
会
」
と
称
し
て
勝
手
に
仏
堂
・
道
院
を
設
け
、
集
会
所
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
な
ら
、
尽
く
取
り
壊
し
、
賞
の
規
定
を
明

ら
か
に
し
、
郷
保
に
掲
示
し
、
さ
ら
に
都
保
ご
と
に
季
節
ご
と
の
邪
法
の
集
会
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
県
に
報
告
し
、
県
は
州
に
報
告
し
、

州
は
提
刑
司
に
報
告
し
、
集
め
ま
と
め
て
朝
廷
に
上
申
さ
せ
る
。
徒
党
を
結
集
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
は
些
細
な
こ
と
で
は
な
い
。
申

令
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
も
し
ま
た
違
反
が
あ
れ
ば
、
鄰
保
の
法
を
厳
に
せ
よ
。
州
城
の
兵
官
、
県
の
巡
尉
に
つ
い
て
、
摘
発
し

な
か
っ
た
罪
は
、
他
官
よ
り
も
等
を
高
く
し
て
罪
せ
よ
。
こ
う
す
れ
ば
邪
行
は
未
然
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
無
知
の
人
を
断
罪
し
な
く
て
も

よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
の
通
り
に
し
た
。

［
二
‒
六
二
］〔
政
和
四
年
六
月
〕
二
七
日
、
開
封
府
は
「
太
学
生
の
張
伯
奮
が
状
に
よ
っ
て
奏
乞
す
る
こ
と
に
は
、
立
法
し
『
太
平
純
正

典
麗
集
』
を
禁
止
せ
よ
と
。
こ
の
ご
ろ
、
詐
偽
が
多
く
、
速
か
に
禁
止
を
行
う
べ
き
だ
。
な
お
印
板
を
取
り
締
ま
り
、
提
出
さ
せ
よ
」
と

上
奏
し
た
。
す
で
に
各
地
で
売
っ
て
い
る
者
は
一
月
以
内
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
当
地
の
官
司
は
尚
書
省
に
提
出
す
る
。
如
し
違
反

が
あ
れ
ば
杖
一
百
、
賞
銭
五
〇
貫
で
人
々
に
告
発
を
さ
せ
る
、
と
詔
し
た
。

［
二
‒
六
三
］〔
政
和
四
年
八
月
〕
三
〇
日
、「
河
北
の
州
県
で
は
、
妖
教
を
伝
習
す
る
こ
と
が
甚
だ
多
く
、
こ
れ
を
重
罪
と
し
て
も
結
局
解

決
し
な
い
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
い
ろ
い
ろ
と
経
文
が
あ
り
、
互
い
に
伝
え
あ
っ
て
扇
動
し
、
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
天
文
・
図

讖
の
書
で
な
く
と
も
ま
た
し
っ
か
り
立
法
し
て
取
り
締
ま
れ
。
所
蔵
し
て
い
る
家
に
行
っ
て
州
県
に
提
出
さ
せ
、
守
令
は
集
め
て
尚
書
省

に
送
付
せ
よ
。
版
木
・
石
刻
が
あ
れ
ば
す
べ
て
取
り
上
げ
、
当
該
官
が
破
棄
す
る
。
す
べ
て
こ
れ
に
類
し
た
で
た
ら
め
の
経
文
や
大
蔵
経
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に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
こ
れ
に
准
ず
る
」
と
詔
し
た
。

［
二
‒
六
四
］〔
政
和
四
年
〕
九
月
八
日
、
臣
僚
は
「
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
恵
州
海
豊
県
の
長
橋
亭
壁
上
に
白
絹
で
竜
の
図
案
の
水
墨
画
が

か
か
っ
て
お
り
、
四
周
は
紫
絹
で
縁
取
っ
て
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
路
の
庶
民
の
家
に
は
、
多
く
こ
の
竜
の
図
案
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
長
い
こ
と
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
愚
民
は
ば
か
で
あ
る
か
ら
次
第
に
習
慣
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ

ま
で
官
司
が
皇
帝
の
礼
が
全
て
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
奏
請
す
る
の
を
怠
り
、
禁
約
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。「
監
司
に

言
っ
て
次
第
を
調
べ
さ
せ
、
も
し
ほ
か
に
〔
当
該
官
司
に
〕
他
の
弊
害
が
な
け
れ
ば
特
に
追
及
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
尚
書
省
に
提
出
し
、
そ

こ
で
す
み
や
か
に
禁
止
措
置
を
行
う
。
庶
民
の
家
は
一
か
月
を
限
っ
て
州
県
に
出
頭
し
納
付
さ
せ
れ
ば
、
免
罪
と
す
る
。
州
県
は
そ
れ
を

集
め
尚
書
省
に
送
付
し
、
逐
次
納
め
さ
せ
る
」
と
詔
し
た
。

［
二
‒
七
八
］〔
宣
和
二
年
〕
一
一
月
四
日
、
臣
僚
は
「
第
一
に
、
温
州
等
の
地
方
の
狂
っ
た
人
々
は
、
自
ら
「
明
教
」
と
称
し
、「
行
者
」

を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
ご
ろ
こ
の
「
明
教
行
者
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
住
ま
っ
て
い
る
郷
村
に
建
物
を
建
て
、「
斎
堂
」
と
称
し
て
い
る
。
温

州
な
ど
で
は
前
部
で
四
〇
か
所
あ
り
、
い
ず
れ
も
勝
手
に
名
額
も
な
い
仏
堂
を
建
て
、
每
年
正
月
内
の
曆
の
密
日
に
、
侍
者
、
聴
者
、
姑

婆
、
斎
姊
等
の
人
を
集
め
、
道
場
を
建
設
し
、
愚
民
を
扇
動
し
、
男
女
が
夜
に
集
ま
り
曉
に
散
会
す
る
。
第
二
に
、「
明
教
」
の
人
が
念
じ

る
経
文
及
び
絵
画
仏
像
は
、『
生
経
』、『
父
母
経
』、『
図
経
』、『
文
縁
経
』、『
七
時
偈
』、『
日
光
偈
』、『
月
光
偈
』、『
平
文
策
』、『
漢
賛

策
』、『
證
明
賛
』、『
広
大
懺
』、『
妙
水
仏
幀
』、『
先
意
仏
幀
』、『
夷
数
仏
幀
』、『
善
悪
幀
』、『
太
子
幀
』、『
四
天
王
幀
』
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
経
の
仏
の
呼
び
名
は
、
す
な
わ
ち
道
教
・
仏
教
の
教
典
に
も
明
確
な
記
載
が
な
い
。
み
な
、
怪
し
い
も
の
を
生
み
出
す
妄
言
で
あ
る
。

『
爾
時
明
尊
』
の
こ
と
を
引
用
す
る
が
、
道
教
・
仏
教
の
教
文
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
読
み
方
に
至
っ
て
は
理
解
す
ら
難
し
い
。
ま
っ
た
く

狂
っ
た
人
が
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
い
、
愚
か
者
が
人
々
を
惑
わ
し
、
上
は
天
王
、
太
子
の
号
を
僭
称
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
御
筆
を

奉
じ
、
そ
の
地
の
官
司
に
言
っ
て
徹
底
究
明
し
、「
斎
堂
」
な
ど
一
切
を
破
壊
す
る
。
犯
し
た
主
た
る
人
は
法
に
よ
っ
て
処
置
し
、
さ
ら
に

賞
格
を
厳
密
に
立
て
、
人
々
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。
今
後
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
あ
る
場
所
が
あ
れ
ば
、
州
県
官
は
罷
免
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し
、
御
筆
に
違
反
し
た
と
し
て
処
罰
す
る
。
廉
訪
使
者
が
摘
発
を
失
し
、
監
司
が
弾
劾
を
失
し
た
ら
同
罪
と
す
る
。

［
二
‒
八
一
］〔
宣
和
三
年
〕
閏
五
月
七
日
、
尚
書
省
「
調
べ
る
と
江
浙
の
喫
菜
事
魔
の
徒
は
慣
習
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
妖
教
を
伝
え

教
え
る
の
を
禁
止
す
る
た
め
の
刑
罰
・
賞
が
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
喫
菜
事
魔
の
教
え
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
な
わ
ち
州
県
監
司

も
禁
止
を
実
施
せ
ず
、
よ
っ
て
人
々
も
告
発
す
る
こ
と
が
な
く
、
と
う
と
う
事
魔
の
人
々
は
山
谷
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
っ
た
ん

摘
発
し
て
も
予
定
よ
り
も
費
用
が
か
か
る
。
重
ね
て
禁
約
を
立
て
な
け
れ
ば
途
絶
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
法
律
条
文
を
立
法
さ
せ
る

よ
う
に
乞
う
」
と
言
っ
た
。
こ
の
通
り
に
し
た
。

【
解
説
】

　

マ
ニ
教
・
白
蓮
教
な
ど
は
取
り
締
ま
り
を
逃
れ
る
た
め
に
仏
教
を
称
す
る
こ
と
も
あ
り
、
詳
細
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら

は
南
宋
か
ら
明
初
の
民
間
宗
教
に
つ
い
て
の
、
極
め
て
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
こ
と
に
宣
和
二
年
（
一
一
二
〇
）
一
一
月
四
日
条
は
明
教

（
マ
ニ
教
あ
る
い
は
弥
勒
信
仰
）
の
具
体
的
な
経
典
名
を
伝
え
る
唯
一
の
史
料
と
し
て
、
従
来
重
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
諸
宗
教
は
北
宋

末
以
降
浙
江
、
江
西
、
福
建
、
荊
湖
地
方
で
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
取
り
締
ま
り
と
放
任
の
さ
じ
加
減
は
微
妙
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
禁

じ
る
様
々
な
詔
勅
が
発
布
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
う
ち
『
仏
祖
統
紀
』、『
釈
門
正
統
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
法
律
と
化
す
る
の
は
一
部

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
大
観
二
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
一
四
日
条
に
見
え
る
「
夜
聚
暁
散
」
を
含
め
、『
清
明
集
』
に
も
ま

た
民
間
信
仰
関
連
の
記
事
は
多
く
、
宋
元
の
民
間
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究
は
朱
瑞
煕
、
劉
銘
恕
、
呉
晗
、
星
月
、
牟
潤
孫
、
龍
石
帚
、
陳

登
武
、
陳
高
華
、
陳
学
霖
、
浅
井
紀
諸
氏
を
は
じ
め
こ
れ
ま
で
相
当
な
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
と
の
関
連
で
言
え

ば
、
こ
と
に
［
竺
沙
一
九
七
四
］、［
陳
二
〇
一
二
］
一
六
八
頁
、［
楊
二
〇
〇
四
］
な
ど
は
重
要
で
あ
る
。



51

一　宋代法制史料

【
書
式
】

　

書
影
2
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
多
く
は
一
日
で
一
条
と
な
っ
て
い
る
。
上
奏
文
と
「
從
之
」（
詔
勅
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
発
布
さ
れ

た
こ
と
）
が
あ
る
場
合
は
、
詔
勅
が
出
て
い
る
日
付
と
な
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
刑
法
二
‒
四
四
」
な
ど
、
そ
の
記
述
が
あ
る
ハ
コ
の
外
に
書
い
て
あ
る
番
号
を
記
載
す
る
の
が
常
で
あ
る
が
、

外
国
の
文
献
な
ど
で
は
最
近
、
標
点
本
（
河
南
本
）
の
頁
番
号
を
併
記
し
た
り
、
あ
る
い
は
ハ
コ
の
外
の
番
号
を
省
い
て
頁
番
号
だ
け
し
か

記
載
し
な
い
も
の
も
出
て
き
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
）

王
世
宗
『
南
宋
高
宗
朝
変
乱
之
研
究
』（
台
北
、
国
立
台
湾
大
学
出
版
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）

滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集

―
法
典
と
刑
罰
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）

竺
沙
雅
章
「
方
臘
の
乱
と
喫
茶
事
魔
」（『
東
洋
史
研
究
』
三
二
巻
四
号
、
一
九
七
四
年
、
の
ち
竺
沙
雅
章
『
中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』
同
朋
舍
、
一
九

八
二
年
所
収
）

陳
学
霖
『
宋
明
史
論
叢
』（
香
港
、
中
文
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

陳
智
超
「
解
開
《
宋
会
要
》
之
謎
」（
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

包
偉
民
「
宋
代
的
城
市
管
理
制
度
」（『
文
史
』
二
〇
〇
七
年
二
期
）

朴
永
哲
「
宋
代
法
書
의
禁
書
와
粉
壁
의
條
法

―
宋
代
王
法
主
義
의
一
考
察

―
」（『
中
国
史
研
究
』
六
八
、
二
〇
一
〇
年
）

宮
崎
聖
明
『
宋
代
官
僚
制
度
の
研
究
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

楊
訥
『
元
代
白
蓮
教
研
究
』（
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
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